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決 算 特 別 委 員 会 記 録 

 

１ 日  時  令和４年１０月２７日（木） 

午前 ９時５８分 開会 

午後 ３時４１分 散会 

 

２ 場  所  議場 

 

３ 出席委員（２２名）   

   委員長  永 易 英 寿      副委員長 小 野 辰 夫 

   委 員  小 野 志 保      委 員  片 平 恵 美 

   委 員  合 田 晋一郎      委 員  白 川   誉 

   委 員  伊 藤 嘉 秀      委 員  越 智 克 範 

   委 員  井 谷 幸 恵      委 員  神 野 恭 多 

   委 員  米 谷 和 之      委 員  篠 原   茂 

   委 員  河 内 優 子      委 員  黒 田 真 徳 

   委 員  藤 田 誠 一      委 員  田 窪 秀 道 

   委 員  伊 藤 謙 司      委 員  藤 原 雅 彦 

   委 員  大 條 雅 久      委 員  藤 田 幸 正 

   委 員  伊 藤 優 子      委 員  近 藤   司 

 

４ 欠席委員 

委 員  山 本 健十郎 

 

５ その他出席者 

代表監査委員     鴻 上 浩 宣    監査委員         杉 本 茂 利 

監査委員       仙 波 憲 一    監査委員事務局長     山 内 嘉 樹 

 

６ 説明のため出席した者  

副市長         加 藤 龍 彦    副市長           原   一 之 

 

企画部 

企画部長       亀 井 利 行    総括次長（総合政策課長） 加 地 和 弘 

財政課長        藤 田 英 友    

市民環境部 

市民環境部長     長 井 秀 旗    総括次長（市民課長）   伊 藤 裕  

環境エネルギー局長  松 木   伸    危機管理監        小 澤   昇 

地域コミュニティ課長 藤 田 清 純    危機管理課長       髙 橋 良 徳 

カーボンニュートラル推進室長 小 島   篤    環境衛生課長       安 藤 寛 和 

   廃棄物対策課長    近 藤 淳 司    人権擁護課長       上 野 壮 行 

   清掃センター所長   岡 部 文 仁 

経済部 

経済部長       宮 崎   司    産業振興課長       松 原   広 

観光物産課長     矢 野 佳 美    地域交通課長       守 谷 典 隆 
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農地整備課長     神 野 幸 彦    別子山支所長       鍋 井 慎 也 

産業振興課参事    大 谷   寛    農林水産課副課長     岡 田 成 弘 

農林水産課副課長   近 藤 尚 志 

建設部 

建設部長       三 谷 公 昭    総括次長（用地課長）   飯 尾 誠 二 

都市計画課長     町 田 京 三    道路課長         高 橋 宣 行     

建築指導課長     横 山 和 良    道路課技幹        亀 井 英 明 

建築指導課副課長   瀬 崎 千 尋 

出納室 

会計管理者（出納室長）高 橋   司 

農業委員会事務局 

農業委員会事務局長  近 藤 弘 二 

港務局事務局 

港務局事務局長    高 橋 正 弥    港湾管理課長       山 下   武 

消防本部 

総括次長（消防総務課長） 後 田   武     消防総務課副課長     宮 武 太 郎 

 

７ 委員外議員 

議 長  藤 田 豊 治      副議長  高 塚 広 義 

 

８ 議会事務局職員出席者 

議会事務局長   髙 橋 利 光    議会事務局次長   高 本   光 

議事課議事係長  和 田 雄 介    議事課主事     田 辺 和 之 

 

９ 付託案件 

認定第２号 
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10 会議の概要 

 

午前 ９時５８分開会 

 

○委員長（永易英寿） 昨日の運転免許証自主返

納促進事業費の答弁に関し、高橋危機管理課長よ

り発言を求められていますので、許可します。 

○高橋危機管理課長 昨日、神野恭多委員から質

問のありました代行業者の支援内容については、

代行を依頼するグループの中に運転免許を返納さ

れた方がいる場合に、代行運賃の１割引きの支援

を受けることができるものです。 

 

認定第２号 第３グループ質疑 

【環境活動促進費】 

○委員（合田晋一郎） 環境関連団体などとどの

ように関わり、協働事業に取り組んでいますか。 

 また、市民の環境行動の促進にどのような効果

があったと捉えていますか。 

○小島カーボンニュートラル推進室長 まず、環

境関連団体との協働事業への取組ですが、新居浜

市地球高温化対策地域協議会では、現在、291の

事業所及び個人が登録し、市民、事業者、行政が

協働して地球温暖化対策に取り組んでおり、これ

までマイバッグ持参推進キャンペーンやエコドラ

イブ講習、クールチョイスの普及啓発等に取り組

んでいます。 

 また、市民団体であるにいはま環境市民会議で

は、委託事業として、自然観察体験会、キッズエ

コ活動、自転車マイレージ活動などを行っている

ほか、夢遊友うずいに補助金を支出し、渦井川の

清掃やアメゴ放流等の環境保全活動の支援をして

います。 

 次に、それらの効果については、これら様々な

環境活動に幅広い世代の方々に参加をしていただ

いており、講座や体験を通して環境保全活動への

理解を深めるとともに、環境保全行動の促進や環

境意識の醸成に効果があったものと考えていま

す。 

【猫不妊・去勢手術補助事業費】 

○委員（藤原雅彦） まず、猫不妊・去勢手術を

何匹補助したのか。 

 次に、近年、野良犬の駆除の相談件数が減って

いるが、反対に野良猫の相談件数が増えていま

す。この猫不妊・去勢手術補助事業が有効な手だ

てだと思いますが、この事業の周知はどのように

行っていますか。 

○安藤環境衛生課長 まず、何匹補助したかにつ

いてですが、昨年度、雌30匹、雄１匹の不妊・去

勢手術について補助を行いました。 

 次に周知方法についてですが、事業の開始に合

わせ、市政だよりやホームページ等で広報すると

ともに、市内動物病院にチラシを設置し、周知を

図りました。また、令和３年９月号の市政だより

において、人と猫の関わりについて特集記事を掲

載し、不妊・去勢手術の必要性について啓発を行

うとともに事業の周知を図りました。 

○委員（米谷和之） 殺処分数や苦情に関するも

のなど、事業成果をどう把握、検証したのでしょ

うか。 

 地域猫活動等に取り組む市民団体等との連携実

績をお伺いします。 

○安藤環境衛生課長 まず、事業成果の把握につ

いてですが、本事業は、飼い主のいない猫の望ま

れない繁殖を防ぎ、良好な生活環境を保全するこ

とを目的としており、新居浜市から動物愛護セン

ターに送致される猫の減少が成果となると考えて

います。全体的に送致される猫の数は減少傾向に

ありますが、事業開始初年度ということもあり、

事業の効果までは判断できない状況です。 

 しかしながら、補助を受けて、不妊・去勢手術

を受けた猫の頭数が増えることも成果であり、将

来的には殺処分される猫の減少などにつながるも

のと考えています。 

 次に、地域猫活動に取り組む市民団体等との連

携実績については、令和３年度には２回、市内で

活動されている動物愛護団体と意見交換会を実施

しました。猫不妊・去勢手術補助事業の要件が厳

しく、利用しづらいとの意見が多く出されました

ことから、今年度から対象となる病院を新居浜市

内の病院から愛媛県内の病院へと要件を緩和する

など、利用しやすい制度に改めたところ、９月末

で60件を超える利用がありました。 

○委員（米谷和之） 手術すれば、そこから生ま

れる子供の数が減るのは当然ですが、それではな

く、猫を減らすというのは、トータルでその地域

の猫に対処する、いわゆる地域猫の活動がなけれ

ばいけないというのは、全国的な通説だと思いま

す。初年度から地域猫の活動を住民の方と市民団

体への呼びかけだけでは、活動はなかなか生まれ
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るものではないため、市が仲立となって、市民団

体と地域を結びつけるようなモデル事業を実施し

てはどうかと話をしてきたが、地域猫のモデル事

業を実施するめどはあるのでしょうか。 

○安藤環境衛生課長 地域猫のモデル事業につい

てですが、まずは飼い主のいない猫の問題を地域

の問題として捉えてもらい、継続して地域猫活動

に取り組んでいただくためには、その地域の皆様

の地域猫活動への深い理解が必要になると思って

います。現状では、個人からの苦情が多いところ

であり、地域として取組をしたいという要望は聞

いていません。市としても、広報等で目的や内容

について周知啓発するとともに、愛護団体とも連

携しながら、活動に取り組めるよう、支援の在り

方についても、今後検討していきたいと考えてい

ます。 

【省エネ・新エネ設備導入支援事業】 

○委員（近藤司） まず、ネット・ゼロ・エネル

ギー・ハウス及び家庭用蓄電池システムの設備内

容について具体的にお伺いします。 

 ２点目、令和２年度の設置補助件数116件に対

して、令和３年度は、ネット・ゼロ・エネルギ

ー・ハウス13件、家庭用蓄電池74件の87件と、利

用実績が少なくなっていますが、その原因をどの

ように分析していますか。 

 ３点目、このシステムは平時は発電した電気を

効率よく使い、災害時には非常用電源としても活

用できるので、今後、この事業を推進すべきと考

えますが、具体的な方策について考えています

か。 

○小島カーボンニュートラル推進室長 まず、具

体的な設備内容についてですが、ネット・ゼロ・

エネルギー・ハウスとは、外壁や屋根などの断熱

性能等の向上及び高効率な空調設備や給湯設備等

の導入により、大幅な省エネルギーを実現した上

で、再生可能エネルギー等により、年間のエネル

ギー消費量の収支がゼロ以下となる住宅のことで

す。 

 家庭用蓄電池システムとは、再生可能エネルギ

ー等により発電した電力または夜間電力等を利用

して、繰り返し電気を蓄え、停電時や電力需要の

ピーク時等、必要に応じて電気を活用することを

主目的とした定置型のシステムのことを言いま

す。 

 次に、令和３年度の利用実績が少なくなった原

因については、令和３年度からネット・ゼロ・エ

ネルギー・ハウスの補助対象を、県内事業者が施

工した住宅に限定したことが主な要因と考えてい

ます。 

 次に、本事業を推進するに当たっての具体的な

方策についてですが、本事業は、温室効果ガスの

削減のみならず、防災力の向上にもつながること

から、今後も推進していきたいと考えています

が、財源としている県の補助額が年々減少してい

ることから、国の補助金の活用についても調査検

討を進めていきます。 

○委員（片平恵美） 令和４年度は６月には予算

額に達したとして受付が終了しているということ

がホームページに出ていましたが、令和３年度は

どうだったのでしょうか。 

○小島カーボンニュートラル推進室長 令和３年

度については、令和４年１月に予算額に達し、受

付を終了しています。 

○委員（片平恵美） 省エネ・新エネの普及がカ

ーボンニュートラルの大きな柱になるとは思いま

すが、補正予算を組み、希望者に応えるという考

えはなかったのでしょうか。 

○小島カーボンニュートラル推進室長 昨今のコ

ロナ禍での厳しい財政状況の中、安易に補正予算

ということは考えられません。先ほど説明したよ

うに、県の補助金頼みでは、十分な財源とならな

いため、環境省の補助金を活用した補助制度を今

後検討していきたいと考えています。 

【廃棄物処理施設対策費】 

○委員（黒田真徳） 平尾谷埋立所跡地及び磯浦

最終処分場跡地の維持管理業務の主な内容、携わ

る人数などを教えてください。 

 経年による維持管理業務などの変化はあります

か。 

○近藤廃棄物対策課長 最終処分場は、廃棄物の

埋立が終了した後も、埋立地内から排出される浸

出水の処理を継続することが廃棄物処理法で義務

づけられていますので、平尾谷埋立所跡地及び磯

浦最終処分場跡地維持管理業務の主な内容として

は、この水処理施設の機器類について操作及び点

検を行い、運転管理することとなります。また、

これらの業務は、市内事業者に運転管理業務の委

託をしており、運転員２名により業務を行ってい

ます。 

 次に、経年による維持管理業務の変化について
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ですが、両施設とも埋立終了から維持管理業務の

内容に大きな変化はありません。 

【家庭ごみふれあい収集事業費】 

○委員（伊藤嘉秀） ごみ出しが困難な対象世帯

は、令和３年度で何世帯ありましたか。 

 また、近年、数か年の対象世帯数の推移を教え

てください。 

 支出された金額は、収集ごみの量で計算か、そ

れとも訪問回数で計算か、業務委託の契約形態を

教えてください。 

○近藤廃棄物対策課長 家庭ごみふれあい収集を

利用している世帯については、介護認定を受けて

いる高齢者の方や障害者手帳１級、２級の交付を

受けている障害のある方などで、ごみ出しが継続

的に困難な方となっており、令和４年３月31日現

在で817世帯です。 

 次に、対象世帯の推移について、過去５年間で

は、平成29年度が618世帯、平成30年度が629世

帯、令和元年度683世帯、令和２年度731世帯、令

和３年度817世帯となっています。 

 次に、業務委託の形態について、ふれあい収集

は、週に１回、戸別収集をしており、訪問１回当

たり562円の単価で、シルバー人材センターに業

務委託をしています。 

○委員（大條雅久） 先ほども世帯数で出たと思

いますが、事業費が令和２年度より83万8,000円

増加しています。過去の事業費の推移を見ても、

同様に毎年70万円程度ずつ増えています。増加の

理由は何ですか。本事業の利用実績が年々伸びて

いると見えますので、今後の事業継続に支障はな

いのか、将来的にはどう考えているのか、教えて

ください。 

○近藤廃棄物対策課長 まず、事業費増加の理由

については、高齢化社会や核家族化の進展に伴

い、家庭からのごみ出しが困難な方が増えている

ことが原因であると考えています。 

 次に、利用者が年々伸びており、事業継続に支

障はないかということについては、65歳以上の要

支援・要介護者数、65歳以上の独り暮らしの世帯

は増加傾向となっていますが、今後、直ちに現在

の収集体制において事業継続に支障はないものと

考えています。しかし、今後の人口減少及び高齢

者人口の増加を踏まえ、家庭ごみ収集運搬を含め

て、その体制を検討する必要があると認識してい

ます。 

○委員（大條雅久） 支障が起きるかどうかとい

うのは、例えば平成30年は1,419万でしたが、毎

年増えて、今が1,649万になっています。いくら

まで構わないのですか、そういうことを聞いてい

るのです。じゃあ、もう3,000万にもなったか

ら、困ったから全部自己負担にしてもらうとなっ

て、週に１回562円、払える世帯は払ってくださ

いとか、将来像はどういうふうに見ていますか。 

○近藤廃棄物対策課長 事業費は年々増加してお

り、先ほど言われたように、幾らまでだったらい

いのかというところですが、人口も減ってきて、

通常の家庭ごみの収集についても効率化できる部

分もあると思います。ふれあい収集についても、

今は３地区に地区割りして収集していますが、対

象世帯が増えてくると、効率化できるところもあ

ると思います。そういうところも考えながら、そ

れと併せて、費用負担というのも検討しなければ

いけないとは考えています。 

○委員（大條雅久） 今の答弁にあった効率化っ

て何を指すのか。例えば、単価562円が効率化す

ることで400円、300円に下がるって話なのか、あ

まり考えにくいですよね。アッパーを考えている

のかどうかというのをまずお聞きしたのです。こ

の事業も2,000万円超えたらやめようかとか、そ

んな話は出たのか出ていないのか。いつかは高齢

者も減りますが、それは大分先の話ですから、心

配しているのです。展望をお聞かせください。 

○近藤廃棄物対策課長 現在のところ、その事業

費が幾らまでというところは設定していません。 

 効率化のところについては、対象世帯が増えて

くると地区割りを見直すことで、効率的な収集ル

ートを検討することができますので、そういう効

率的な収集をすることで単価を下げることができ

るのではないかとは考えています。 

○委員（大條雅久） 多分単価を下げるのは無理

だと思います。全て給料も上げましょうと言って

いるのですから、そんなことは到底ないので、ち

ょっと将来的な展望を考えたほうがよいと思いま

す。 

○委員（米谷和之） 先ほどからお話が出ている

ごみ出しが困難な対象世帯、今お話しされている

のは対象世帯数で、それはイコールこのふれあい

収集を利用している世帯ということですか。 

○近藤廃棄物対策課長 そうです。利用している

世帯ということになります。 
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【清掃センター焼却灰等処理事業費】 

○委員（近藤司） 清掃センターで発生した焼却

灰の処理経費が令和３年度3,207万9,000円かかっ

ていますが、愛媛県廃棄物処理センターで処理し

ていたときと比較して、処理経費についてはどの

ようになっていますか。 

 主灰3,873.59トンのうち245.99トン、飛灰

748.69トンのうち605.39トンの処分委託先はどう

なっていますか。また、残りの主灰、飛灰の処理

はどのようにしていますか。 

○岡部清掃センター所長 処理経費については、

焼却灰の多くを愛媛県廃棄物処理センターで処理

していた平成29年度が２億4,999万3,000円である

ことから、処理経費としては大幅に削減されてい

ます。 

 灰の処理については、委託先は株式会社クリー

ンダストです。残りの灰の処理については、新居

浜市の最終処分場で埋立処理をしています。 

○委員（近藤司） 処分の委託先は、どこの業者

ですか。 

○岡部清掃センター所長 西条の株式会社クリー

ンダストです。 

○委員（近藤司） 今の話では、飛灰はそうでも

ないですが、主灰のほうが3,873トンのうち245ト

ンを委託して、あと菊本の最終処分場で処理して

いるとのことですが、この菊本の最終処分場に毎

年3,000トン余り持っていって、この処分場の使

用期間にどれぐらいの影響が出てくるのか。ま

た、延命していると思うのですが、最終的にはい

つ頃菊本の処理場が満杯になるのか、そのあたり

を教えてください。 

○岡部清掃センター所長 最終処分場についてで

すが、予定より長くもつと聞いています。 

○松木環境エネルギー局長 灰を菊本最終処分場

へ持っていく影響というのは当然ありまして、毎

年数千トン持っていっている中で、使用期間とい

うのは灰を一切処分しないときから比べて短くな

るというのは当然あります。 

 ただし、今現在の推計では、それでもなお数十

年、今後のごみ量の変化によって変わってくるの

で、はっきりした数字は言えませんが、50年ほど

はあるのではないかと見込んでいて、先般の延命

化は遮水工の延命で、一定の期間延命しました

が、この期間を上回る期間が埋立可能というふう

に考えています。 

○委員（近藤司） 毎年3,000トン前後ぐらい菊

本処分場に持っていっても、まだ最終的には50年

ぐらい使えるというふうな考え方でいいですか。 

○松木環境エネルギー局長 あくまで容量的には

何十年可能だということです。構造物がそれだけ

今もつというわけではなくて、容量的に四、五十

年ぐらいはあると、計算上はそのような結果にな

っています。 

【ごみステーション適正管理推進事業費】 

○委員（田窪秀道） 市内225自治会に地域環境

維持活動支援金を交付されましたが、交付金によ

る主立った成果を教えてください。 

 非自治会員のごみ出しを許可したのであれば、

非自治会員全てにごみカレンダーを配布しなけれ

ば不分別ごみも減らないと感じますが、行政はど

のように考えているのか、教えてください。 

 監視カメラを取り付けたのは13自治会、16台で

すが、取り付けたことによる自治会員や市民から

のクレーム等があればお聞かせください。 

 仮に当該自治会員が不分別ごみをステーション

に出して、カメラに映っていた場合、誰かが注意

を促さなければ取り付けた意味はないと思います

が、実際そのような事案はなかったのか、教えて

ください。 

○近藤廃棄物対策課長 まず、交付金による主立

った成果について、地域環境維持活動支援交付金

に関する単位自治会へのアンケート結果では、回

答があった自治会のうち19％の自治会が、交付金

の申請に当たり容認していなかった自治会未加入

者のごみステーション利用を新たに容認すること

としたとの回答があり、自治会加入、未加入に関

わらず、地域の方が地域のごみステーションを利

用できる環境が一定広がったのではないかと評価

しています。 

 また、その交付金の使い道についての回答のあ

った111自治会のうち約45％が、ごみボックスの

整備、掃除道具の購入など、ごみステーション管

理の負担軽減に役立てているほか、約25％が自治

会運営費に充てるなど、自治会の負担の軽減にも

寄与しているものと評価しています。 

 次に、自治会未加入者の方へのごみカレンダー

の配布については、以前から公民館、本庁及び支

所で配布しているほか、令和元年から自治会にご

み収集カレンダーの配布をお願いする際、自治会

未加入者への配布もお願いしており、現在、約半
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数の自治会に御協力いただいているところです。 

 また、市の公式ＬＩＮＥ上で閲覧できるように

するなど、ＳＮＳ等を活用した周知も行っていま

すが、今後も継続して自治会加入、未加入に関わ

らず、分別の周知が進むよう取組を進めていきた

いと考えています。 

 次に、監視カメラに関するクレーム等について

は、現在まで、自治会員の方や市民の方からのク

レーム等はありません。 

 最後に、カメラに不分別のごみを出すところが

映っていた場合、誰かが注意を促さなければいけ

ないが、そのような事案はなかったのかというこ

とについてです。 

 監視カメラを設置されている自治会に尋ねたと

ころ、分別されていないごみをステーションに出

す様子が映っていた場合、自治会の役員の方が注

意を促していると伺っています。このほか、今回

補助でつけたカメラではありませんが、自治会独

自で設置したカメラに事業者がごみステーション

にごみを出す様子が映っていた事例では、自治会

からの相談を受け、市で当該事業者に注意を促し

た事例があります。市としても、ごみステーショ

ンの適正利用に自治会と連携して取り組んでいき

たいと考えています。 

○委員（田窪秀道） この事業費の行政目的は、

ごみステーションの適正管理を推進するというこ

とで、先ほど回答があった非自治会員のごみ出し

に一定の理解を示せたとか、ごみのボックスを購

入したり道具を購入したりというのは分かります

が、１点、その中で25％は自治会運営費に充当し

たと、この自治会運営費というのはどんなことを

指しますか。例えば、自治会で祭りに充当したと

か、そういうことも構わないという理解でよいで

すか。 

○近藤廃棄物対策課長 先ほど言われた自治会活

動全般に使うということで構わないというふうに

この交付金のルールはしています。 

○委員（田窪秀道） 名称的に環境に特化した、

ごみステーションの適正管理とか、地域環境など

の名称ですが、それ以外の自治会運営に使っても

よいという考えですか。 

○近藤廃棄物対策課長 この交付金は創設当時か

ら広く自治会活動全般に使っても構わないという

ことで創設した交付金になります。 

○委員（田窪秀道） 自治会運営費などで使った

場合に、その品目等に対して領収書を提示する必

要があるのかないかだけ教えてください。 

○近藤廃棄物対策課長 交付金としていますの

で、使用した使い道、金額等について後から報告

が必要ということにはなっていません。 

○委員（篠原茂） ごみ収集ボックスの設置補

助、ごみステーション監視カメラの設置補助金は

１件当たり幾らでしょうか。また、何件まで申請

できますか。 

○近藤廃棄物対策課長 まず、設置補助の上限額

については、ごみ収集ボックス設置補助金は、１

件当たり、設置に要する費用の２分の１で、上限

額が10万円で、ごみステーション監視カメラ設置

補助金は、１件当たり、こちらも設置に要する費

用の２分の１で、上限が３万円の補助金となりま

す。 

 また件数については、１自治会当たりの申請件

数の制限は設けていませんが、昨年度は公平に設

置希望自治会の補助金の交付ができるように、事

前に設置希望調査を行いました。予算を超過する

場合は抽せんによる補助対象を決定する方針とし

ていましたが、設置希望数は予算の範囲内で処理

できています。 

○委員（神野恭多） 今の答弁の中で、令和３年

度はこの事業によって一定の成果というのは感じ

ましたが、大きな課題として、300自治会中225自

治会しか申請していない、残りの75自治会に対し

てどうしても不公平感を感じざるを得ない状況の

中で、その課題をどのように捉えて、次にどのよ

うにつなげるかというような話合いがあったの

か、もしあればお願いします。 

○近藤廃棄物対策課長 昨年度、225自治会から

申請がありましたが、75の自治会が申請していま

せんので、それを拡大していきたい。できれば全

ての自治会の方に申請してもらいたいということ

で、今年度、ごみの有料化に伴い、６月から現在

までで全部で15回の自治会への説明会を実施し、

その中で、先ほど言われたこの交付金への質問が

ありました。 

 以前よりはかなり件数は減りましたが、自治会

未加入者の方から、ごみを自治会に入ってないと

捨てられないと言われたという相談もあり、実際

に相談があった場合は、基本的には自治会とまず

相談していただけませんかという案内をしていま

すが、いろんな事情がありますので、話を聞い
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て、自治会さんと一緒になって相談したケースも

あります。 

 そういう中で、自治会の中にも交付金に賛成す

る方と反対する方がおり、なかなか自治会の意見

がまとまらないので、ちょっと申請を見合わせる

といった意見や、もともと交付金をもらう必要は

ないと、未加入者の方のごみ出しも以前から認め

ているし、申請をしないという自治会など、いろ

んなケースがあります。今年度も自治会にアンケ

ートする予定にしていますが、お互いにコミュニ

ケーションを取りながら、制度の中身の見直しも

含めて検討する必要があると考えています。 

【平尾墓園事業特別会計】 

○委員（伊藤嘉秀） 督促手数料のかかった

231区画は、全体の約６％と考えてよいのであれ

ば、数が多いと思うのですが、支払い滞納金額に

督促手数料を上乗せして請求できていますか。 

○安藤環境衛生課長 督促料の請求については、

督促料のかかった231区画については、全て支払

い督促金額に督促手数料を上乗せして請求してい

ます。 

○委員（伊藤嘉秀） 公共の施設を利用される方

で６％の滞納者というのは非常に多い数だと思い

ますが、その抑制策についてはどのように考えて

いますか。 

○安藤環境衛生課長 多いという指摘についてで

すが、支払いの請求は、大体お盆前後から８月に

行っていますが、その支払いの請求の中でまた督

促とならないように、支払い期日等の分かりやす

い記述等に努めて、督促支払いにならないような

手だてを、今後、講じていきたいと思います。 

○委員（大條雅久） まず使用料及び手数料につ

いて、手数料721万6,000円の内訳の中にある滞納

繰越分37区画と督促手数料231区画の説明をお願

いします。これは、先ほど伊藤委員が６％は多い

という感想を言われていましたが、実際いただい

た管理料は督促するようになるまでの期間が何年

か空いていました。実際、一括で納付した後、期

間が過ぎて、追加でいただくようになるまで、判

断の期間が何年間かあったかと思いますが、そう

いうことではないのですか。 

 また、平面墓地合計3,776区画の現在の使用状

況、管理料をお払いになってない区画数といった

ことをお答えください。 

○安藤環境衛生課長 まず滞納繰越分の37区画の

内訳については、令和元年度から徴収を再開し、

管理料の督促の分として令和元年度分が２区画、

令和２年度分が35区画となっています。滞納手数

料231区画の内訳が、それに令和３年度分194区画

を加えて231区画となっています。 

 平面墓地の使用状況と手数料の納入状況につい

てです。 

 平尾墓園の平面墓地の使用合計3,776区画のう

ち、使用中の区画が3,553区画、未使用の区画、

いわゆる空き墓所が223区画です。 

 使用中の区画3,553区画のうち、管理料を請求

している墓所は2,880区画で、残り67区画は使用

者不明区画です。残り606区画は、使用許可を受

けてから20年が経過しておらず、管理料を20年分

先払いしていただいているため、管理料の支払い

の対象ではない区画となっています。 

 手数料の納入状況については、管理料を請求し

ている2,880区画のうち2,836区画から管理料を納

付していただいています。 

○委員（大條雅久） 今回整備した無縁と判断し

た場合の墓石の収納スペースには、取りあえず何

基移動する予定ですか。それとも、まだ予定はな

いのですか。 

○安藤環境衛生課長 無縁改葬については、現在

のところ、公告している区画が８区画あります。

このまま手続の申出がない場合は、その８区画に

ついて今年度中に移転を実施する予定です。 

○委員（大條雅久） 無縁と判断する区画という

のは、連絡がつかないということかと思います

が、先ほど来出ていた231区画については、督促

が届いているはずで、御本人、管理者がいるはず

だけど、払ってないという理解でよいですか。 

○安藤環境衛生課長 こちらから送付しているに

もかかわらず、納付がなかった区画になります。 

○委員（大條雅久） 無縁の判断とは別に、督促

したにもかかわらず、ずっと払っていないという

場合はどういう対応になりますか。 

○安藤環境衛生課長 ３年間未納が続く場合に

は、使用の許可を取り消すことができると条例上

定めていますので、それにのっとって対応してい

く必要があると考えています。 

  午前１０時４９分休憩 

―――――――――― ◇ ―――――――――― 

  午前１１時００分再開 

 



令和４年10月27日（木曜日） 

－9－ 

認定第２号 第４グループ質疑 

【デマンドタクシー運行事業費】 

○委員（米谷和之） デマンドタクシーについて

は、平成29年から令和３年の間に、利用者数は約

20％減少している一方で、利用者数に占める免許

返納割引の利用者は15％増加し、今では利用者の

約47％を占めています。この原因、背景をどのよ

うに分析していますか。 

 次に、デマンドタクシーの半数は免許の返納者

が占めており、デマンドタクシー本来の目的から

は少し外れているのではないかと思うのですが、

何らかの対策を考えたのですか。 

○守谷地域交通課長 まず、運転免許返納者の利

用割合については、本市の免許返納件数が県内他

市より比較的多いことに加え、免許返納の際に警

察署でデマンドタクシーの案内を行っており、返

納者に直接周知していることが主な要因であると

考えています。その結果、返納後の移動手段とし

てデマンドタクシーが選択され、利用が定着して

いると認識をしています。 

 次に、デマンドタクシー本来の目的について、 

デマンドタクシーはバス交通空白地域への新たな

公共交通を導入し、免許返納が多い高齢者等の交

通弱者のための市内公共交通体系を確保すること

を目的に導入され、これまでまちづくりの観点か

ら、基幹公共交通を補完しつつ、エリアの拡大、

便数の見直しなど、利用者に配慮しながら、目的

どおりの運用を行っています。よって、免許返納

者に対する何らかの対策というのは令和３年度に

おいては講じていません。 

○委員（米谷和之） 免許返納者に対する支援と

して、デマンドタクシーを市が提供することは何

ら問題がないことだと思いますし、大いにやるべ

きだと思います。 

 ただ、私が知っている限りでは免許返納をした

方というのは、状況が様々です。本当に足が悪

く、これはもう運転が無理だろうと思う方もいま

すし、最近は目が見えにくくなってきたとか、家

族がうるさいのでもうやめるのだと、あるいは自

分は持ってないけど、奥さんが持っているからい

いなど、いろんな理由があると思います。 

 デマンドタクシーの利用者が増えている理由の

１つは、半額割引の対象になっていることが大き

いのではないかと思います。障害がある方は半額

割引でデマンドが利用できる。免許を返納したか

らといって、その方はバスに乗るのが非常に難し

いとは限らないわけです。目は悪いけど、歩くの

であればいくらでも歩けるという方はたくさんい

らっしゃる。そういう方に対して一律に半額にす

るというのはどうなのかと思います。反対に言う

と、地域で年を取り、今まで車の免許を持ってい

ない方は、障害にならないと半額の対象になりま

せん。その辺のアンバランスな点があるのではな

いかと思います。それは、行政としては改善して

いかないといけないのではないかと思います。令

和３年度に解決すべきであったとは言いません。

ただ、令和３年中のいろんな会合、地域公共交通

活性化協議会等で、そういう話題は出なかったの

かどうか、お伺いします。 

○守谷地域交通課長 返納者に対する割引につい

ては、地域公共交通活性化協議会等でも協議はし

ていません。しかし、米谷委員さんが言われたと

おり、免許返納者はどんどん増加しています。こ

ういった方や、障害者のフォローで半額の対応を

していますが、これからの超高齢化社会に向けて

は、引き続き検討が必要かと思います。 

○委員（米谷和之） 免許返納者がかなり増えて

いるが、この理由は何か、ひょっとしたらこの半

額割引ではないのかというような話は、そちらの

課や、協議会などの中でもそういうことが問題で

はないか、ここに問題があるのではないかという

ような話は出なかったということですか。 

○守谷地域交通課長 はい、出ていません。 

○委員（大條雅久） 平成29年から令和３年の間

に利用者数が20％減少しているのは、結構大きな

問題だと思いますが、不便な点や、改善要望、こ

うしてくれれば使えたのにといった意見も届いて

いると思いますが、そういったものの紹介も含

め、減ったという点についてどう受け止めていま

すか。 

○守谷地域交通課長 平成29年が２万361名の利

用者で、実はこの年の人数が今まででの過去最大

数です。その後、徐々に減少して、令和３年は１

万6,504人の利用者で、コロナの影響もかなりあ

るとは思っています。それに相反し、運行台数

が、平成29年は8,642台に対し、令和３年は

9,387台と、逆に過去最大の運行台数になってい

ます。このあたりもコロナの影響で、乗り合いを

遠慮された方などいろいろあったのではないかな

と思っています。 
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 利用者の要望については、今、上部、川西、川

東エリアと３つのエリアで運行していますが、エ

リアをまたいだ運行を、直接上部の方が住友別子

病院に行きたいなど、こういった声はあります

が、デマンドタクシーはあくまでも公共交通を補

完するサービスとして現在運行しています。今年

度の話にはなりますが、川西地区への導入も検討

しているところですので、エリアをまたいだ運行

が将来的にどういった形でできるかということは

常々考えています。 

○委員（大條雅久） 既存の公共交通を補完する

位置づけ自体を考え直すという意見もあるかと思

いますが、将来的にどうですか。もうバス路線、

また既存のタクシー業者に遠慮するような事業で

は非常に限定的かと思いますが、どういう検討を

していますか。 

○守谷地域交通課長 現行の運用について、国の

補助金等の要件もあり、現在、このようにしてい

ます。今年度から市民のニーズ調査等も行い、新

たな地域公共交通計画の策定にも取り組む予定に

しています。その中でいろいろ検討していきたい

と考えています。 

【地域おこし協力隊推進費】 

○委員（田窪秀道） １番、隊員それぞれの就業

年月を教えてください。 

 ２番、地域おこし協力隊員が山村地域にもたら

した主な成果を教えてください。 

 ３番目、隊員が取り組んでいる仕事のすみ分け

を行政はどのように捉えているのか。また、隊員

の活動は住民に理解を得られているのか、教えく

ださい。 

 ４番目、隊員がそれぞれ新たな仕事を見つけた

場合、誰がフォローしていくのか、教えてくださ

い。 

○鍋井別子山支所長 まず、隊員のそれぞれの就

業年月ですが、令和３年度に３人の隊員がいまし

て、それぞれの就業年月は令和元年７月と令和３

年８月及び12月です。 

 次に、成果については、マンパワーが不足して

いる地域にとって、地域おこし協力隊として他の

地域から移住していただくことも一つの成果であ

ると考えています。 

 また、移住した隊員が地域力の維持強化に資す

る活動を行うことも重要と考えているので、地域

住民が関わる産業文化祭等の地域活動への参加な

ども行っています。 

 次に、仕事のすみ分けについて、起業に向けた

取組である自分の活動テーマは、隊員個々人がそ

れぞれ行っており、地域活動も隊員それぞれ様々

な活動に参加しています。 

 隊員の活動についての住民の理解は、毎月、公

民館報にそれぞれの隊員の活動内容を紹介してお

り、活動内容と地域活動への関わりなどについて

理解してもらえるよう努めています。 

 最後に、新たな仕事を見つけた場合のフォロー

について、新たな仕事を見つけた場合は、支所職

員が中心となってフォローをしています。 

○委員（藤田幸正） まず地域おこし協力隊推進

費の848万9,000円の事業費の内訳をお願いしま

す。 

また活動内容についてお願いします。 

○鍋井別子山支所長 事業費の内訳は、報酬と期

末手当、共済費で586万9,000円、家賃補助が40万

円、着任の引っ越し代を含む活動費が222万円と

なります。 

 活動内容は、隊員それぞれ３年後の自立、起業

を目指し、おおむね７から８割を自分の活動テー

マに、２割程度を地域活動としています。 

 起業に向けた活動としては、農業、林業やイベ

ント出店など、地域活動としては、運動会や文化

祭、連合自治会が行う未来プロジェクトへの協

力、参加などをしています。 

○委員（藤田幸正） ３人は、具体的にどういっ

た活動をしていますか。 

○鍋井別子山支所長 活動内容について、昨年度

は協力隊員が途中で２名入り、３名になりまし

た。昨年度は農業として、トウガラシ、フダンソ

ウ、ホウレンソウ、コマツナなどの栽培をしてい

ます。 

 林業については、地域内の住友林業の下請で、

林業の植林や、下草刈り等をしているところに体

験的に行くというようなことをしています。 

○委員（藤田幸正） 地域おこし協力隊というの

は、その地域の起爆剤となって、新しい事業を起

こしたり、それが残った後、地域の人が継続した

りするというふうなことではないかと思うのです

が、以前からここへ来た協力隊も、本来は別子山

がやる未来プロジェクトを手伝っており、新しい

起爆剤にならないということを私も再三申し上げ

ています。この小さい規模の中で、協力隊が来ら
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れても、いろんなことをミックスしないと自立し

て残ることはできないのではないのかなと思いま

す。そういった中で、その活動の成果、今、田窪

委員さんも聞かれた中にもありましたけど、重複

してもよいので、その成果と、それに対する協力

隊の活動に対する課題についてお示しをいただき

たいと思います。 

○鍋井別子山支所長 成果としては、定住して地

域の活動もしていただくことが一番求められるこ

とだと考えていますが、任期後の別子山地域内定

住者はまだ少ないと感じています。 

 課題としては、幾つかの仕事を組み合わせるマ

ルチワークで生活できる収入を得ることができる

ようになること、地域住民の理解、協力が必要と

考えています。 

○委員（藤田幸正） 今後もずっと、この事業の

取組を行っていくのですか。 

○鍋井別子山支所長 地域にはマンパワーが足り

ないと感じていますので、継続して取組を実施し

ていくこととしています。 

○委員（藤田幸正） 今、所長が言われたよう

に、人が少ないので、一つの戦力としてというの

はあるかもしれませんが、地域おこし協力隊とし

ての本来の姿からすれば非常に程遠いと思いま

す。今、３人が協力隊として来られていますが、

来た人がぐるぐる変わっていきます。新居浜市と

して協力隊をお願いするときに、本来の使命とい

うかその辺のところのすり合わせというか、話合

いができてないのではないかと思います。技術も

ない、いろんなノウハウも非常に少ない中で、本

人たちが頑張ってくれても、規模が小さいのです

ぐに自活できない。当然何かの仕事を一緒にして

やらないと残っていただけないという状況ですか

ら、もっともっといろんなことについて考えるべ

きではないかと思いますが、いかがですか。 

○宮崎経済部長 大きい課題としては、地域おこ

し協力隊として来ている人の思いなどを大切にし

て、その思いをその地域で具現化するように、支

所が中心になってサポートしていく、そういうこ

とが非常に重要だと思っています。支所も当然な

がらそうですし、地域もやっぱりそういうものに

対して積極的に自分たちと一緒にこの地域を活性

化していく、つくっていくという思いでやってい

くということを行政としては強く望んでいます。

先ほど鍋井所長からも答弁があった課題ですが、

やっぱりそこで、その１つだけの事業で生計を立

てていくっていうのは非常に難しいと思っていま

す。地域にマンパワーが足りない、行政もこれか

ら行政サービスを提供していくのに、どういうふ

うに効率的に提供していくかということを考えて

いかないといけなくなると思います。それも含め

て、地域おこし協力隊の新しい仕事として、ＯＢ

の新しい仕事として、その行政サービスを一部担

っていただくなど、そういうことも考えながら、

マルチワークという形で地域に残っていただけ

る、そこで収入を得て生活ができるようなシステ

ムを今後考えていかないといけないというふうに

考えています。そのために何とかやっていきたい

と、頑張っていきたいと思っています。 

○委員（白川誉） そもそも別子の地域おこし協

力隊が長く続かないのかということをどのように

認識されていますか。 

○鍋井別子山支所長 私個人的な考え方ではあり

ますが、当初の協力隊については、未来プロジェ

クトをやる人を求めますというような形でミッシ

ョンが固まっていて、なおかつそれで生計が立て

られるような状態にないということが問題であっ

たのではないかと思っています。 

 現在は協力隊の募集要項も順次変更しており、

おおむね８割を３年後の自立に向けた取組、２割

を地域の活動ということで、自分がマルチワーク

で自立していけるような方向を考えて、採用の要

項にも変更を加えているところです。 

○委員（白川誉） 私は議員になる前に、総務省

からの依頼で、地域おこし協力隊のアドバイザー

をやっていました。任期が続かない理由でよくあ

るのは、結局地域の受け入れる側でしがらみに巻

き込まれたりとか、御用聞きをしなければならな

かったりするなど、実際そういう声が圧倒的に多

いという現実があると思います。別子はそんなこ

とはないと思いますが、そのあたりはどういう認

識をしているのか、教えてください。 

○鍋井別子山支所長 地域ではいろいろな考え方

の人がいると思います。最初の地域おこし協力隊

が完全にミッション型であったこともあり、地域

のためにこういうことをしてくれということを

個々人で要望される人もいまだにいますので、実

際に生活するとなるといろいろな人との付き合い

で大変な状況になることもあるというふうには認

識しています。 
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【雇用対策費】 

○委員（田窪秀道） １番目、事業内容を教えて

ください。 

 ２番目、成果説明書にある業務委託料、事業負

担金、支援補助金それぞれの金額を教えてくださ

い。 

 ３番目、令和３年度事業を実施した成果を教え

てください。 

 ４番目、市内企業への雇用確保のために、既存

の事業以外に新たな対策事業等を検討していれば

教えてください。 

○松原産業振興課長 まず、３つの事業のうち、

新居浜市まち・わざ・しごとフェス開催業務委託

料については、令和３年７月２日にあかがねミュ

ージアムで、高校生対象の合同企業説明会高校生

お仕事フェスタの開催と、11月20日、21日の両日

に、ワクリエ新居浜及びイオンモール新居浜で、

女性対象のお仕事相談会、働き方、女性活躍など

をテーマとしたセミナーの開催、及び新居浜の魅

力を発信するイベント等を開催し、事業費は

990万円です。 

 成果としては、高校生お仕事フェスタは43社の

企業参加があり、高校生の来場者数は150名で、

説明会を通じた市内企業への採用者数は21名でし

た。 

 また、ワクリエ及びイオンモールにて開催した

まち・わざ・しごとフェスは、約5,000人の来場

を目指して取り組みましたが、２日間で延べ約３

万人の来場がありました。 

 ２つ目の合同企業説明会開催事業は、令和４年

３月30日に、松山市総合コミュニティーセンター

にて、新居浜、西条、四国中央市の３市合同開催

で大学生対象の合同企業説明会を実施し、本市か

らは253万円の負担金を支出しています。 

 成果としては、新居浜市から25社の企業参加が

あり、来場者は72名でした。 

 この合同企業説明会を通じた採用者数について

は、令和５年３月卒業予定の大学生を対象とした

説明会であったため、現段階では、各社の採用数

の把握はできていません。春先に説明会等参加各

社に対し採用数の調査を実施する予定です。 

 ３つ目のインターンシップ支援補助金について

は、中小企業が実施する人材確保のためのインタ

ーンシップにおいて、学生に係る交通費、宿泊費

を企業が負担した場合、その経費の一部を助成し

ており、令和３年度の補助交付額は22万5,220円

でした。 

 成果としては、市内の中小企業５社で補助対象

となる18人のインターンシップが実施され、うち

５名の採用につながっています。 

 最後に、既存の事業以外の事業については、今

年度、新たな対策事業等の実施はありませんが、

令和３年度の結果を踏まえ、より効果的な実施を

目指し、事業によって見直しを進めていくことと

しています。 

 また、今年度、改正案の検討を進める中小企業

振興条例に基づく補助制度において、地元の雇用

動向を踏まえた支援メニューの検討を進めていき

たいと考えています。 

○委員（米谷和之） 成果に関連して、大学生に

関しては、この春に現況の調査をされると伺いま

したが、そのほか、例えば女性や高校生などに対

するいわゆる追跡調査みたいなものは予定してい

ますか。 

○松原産業振興課長 高校生の合同企業説明会に

ついては、令和４年５月に調査を行い、採用者数

等を把握しています。令和３年度に卒業した高校

生の市内企業への就職者の合計数は150名でし

た。そのうち、この高校生合同企業説明会を通じ

た採用が21名ということで、約14％がこの事業を

通じた採用となっており、一定の成果につながっ

ていると考えています。 

 もう一つの事業であるインターンシップ支援補

助金は、市内５社が18名を対象に実施したインタ

ーンシップに対し補助交付をし、５名の採用につ

ながっています。 

 検証については、直近３年間の補助対象となっ

たインターンシップ生に対する就職決定者数の割

合を調べており、令和元年度が5.7％、令和２年

度が25％、令和３年度が27.8％と推移しており、

就職につながる効果的なインターンシップの実施

と支援が一定図られていると認識しています。 

 女性を対象にした事業ですが、仕事の悩みや課

題を聞いて、それに対するアドバイザリーやコン

サルティングを行うといった事業内容でお仕事相

談会を実施しました。そういったことから、その

成果、その女性の就業に至ったということについ

ての調査、把握はしていない状況です。 

【有害鳥獣駆除費】 

○委員（藤田誠一） 令和３年度に市街地に有害
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鳥獣が出没し、現場で対応した数は何件ありまし

たか。うちイノシシと猿の件数は何件ですか。 

 また、有害鳥獣により一般市民に危害が及んだ

ケースはありましたか。市民から通報があった場

合はどのように対応しましたか。平日の勤務時間

内と時間外、土、日、祝日別に説明してくださ

い。 

 有害鳥獣の駆除に従事した人は、令和３年度は

何名でしたか。また、その人数は直近５年間の数

値と比較してどのような評価をしていますか。 

○近藤農林水産課副課長 まず、市街地への出没

に際して、現場の対応した数、一般市民に危害が

及んだケースについて、令和３年度の市街地等へ

の出没対応は全部で12件ありました。イノシシ

11件、ニホンザル１件で、人身、物損の事故はあ

りませんでした。 

 次に、市民から通報があった場合の対応につい

て、市街地への出没の通報があった場合には、ま

ず警察と連携をし、現場の確認を行い、山林への

追い払いを実施します。追い払いが不可能な場

合、捕獲または監視の継続を実施します。必要に

応じて、周辺住民への周知、学校への連絡等を行

っています。 

 勤務時間内については、直ちに現場へ直行し、

確認を行い、時間外、土、日、祝日等の場合は、

危険性が高いと判断される場合、極力参集して、

その対応に当たっています。 

 次に、駆除に従事した人の令和３年度の人数

で、直近５年間の数値と比較しての評価について

です。 

 令和３年度のイノシシ等の捕獲従事者数は48名

でした。平成29年度は59名、平成30年は53名、令

和元年は51名、令和２年度は48名と減少傾向にあ

ります。 

 全国的に狩猟免許保有者の高齢化が進み、捕獲

従事者は減少する傾向にあります。市独自で狩猟

者の育成に取り組むことは難しい状況ですが、愛

媛県の狩猟免許取得支援事業、ハンター養成塾講

座というものがあり、その修了者に対して狩猟免

許の取得等の経費、これを一部補助する仕組みが

あります。また、市を通じて県のこういった仕組

みを案内し、狩猟免許取得を目指す人の支援を継

続していきたいと考えています。 

○委員（藤田誠一） 今、塾に行こうとしている

が、イノシシがいるから行けないなど、市民から

の通報は、議員に来る場合もあります。塾は大

体、行くときは７時半とか、帰りは９時とか、そ

れは勤務時間外だと思いますが、危険性が高い場

合は市が動いてくれるけど、私らが感じる危険性

が高い場合とそちらの判断する危険性が高い場合

とがあって、そのときに私らもどう言えばいいで

すか。その辺を教えてください。 

○近藤農林水産課副課長 見かけただけで怖いな

ど、危険性の判断というのはそれぞれ皆さん感じ

方があると思います。実際そこにいて動かないで

こっちを見ているみたいな状況もあるかと思いま

す。私たちが市民から、イノシシがいると電話が

あった場合、御自身で危険性が高い、怖いと感じ

て、危険を感じるようであれば、警察に連絡を入

れてくださいと説明しています。警察の生活安全

課に連絡を入れると、警察からも市役所の農林水

産課の担当に電話がかかってくるような仕組みに

なっているので、警察が先に現場等に行って、パ

トロールとかしてくれます。もういなくなってい

ることがほとんどですが、まだ居座っているとい

うようなことであれば、我々も直ちに参集して、

追い払いに当たりたい、そんな感じで対応してい

ます。 

○委員（藤田誠一） 警察に連絡する場合は、生

活安全課でよいですか。 

○近藤農林水産課副課長 110番からでもつなが

ると思いますが、生活安全課になります。 

○委員（藤田幸正） 有害鳥獣駆除費の中にいろ

いろな事業がありますが、それぞれの経費等、そ

の補助金の事業費の内訳についてお願いします。 

 そして、被害の状況、実態、人的被害とか、事

業のうち駆除した害獣の実績や防護柵等の対策の

実績についてお示しください。 

○近藤農林水産課副課長 駆除の報償金等の経

費、需用費の内訳についてですが、捕獲に対する

報償費及び補助金が708万9,000円、捕獲者の加入

する狩猟保険等に対する補助金が19万5,000円、

防護費の設置補助金が166万円、ニホンザルを追

い払うときに使う煙火の購入費が35万2,000円、

その他消耗品等の事務費として12万3,000円とな

っています。 

 次に、作物被害の実態、人的被害はどうであっ

たか、駆除した害獣の実績、被害防止対策の実績

について、作物被害は、農業共済さんから、令和

３年度の水稲被害で188アール、3,149キロ、金額
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で約81万円という被害額が報告されています。 

 人的被害の発生はありませんでした。 

 害獣の実績と防止柵の実績については、令和３

年度の捕獲実績で、イノシシ201頭、ニホンジカ

303頭、ニホンザルが15頭になっています。 

 被害防止対策の実績としては、令和３年度では

全部で48件、防護柵の申請があり設置されていま

す。ワイヤーメッシュ柵や電気柵になります。全

体で約３万9,410平方メートルの農地を囲われた

ことになります。柵の総延長ですが、全部足して

いきますと約5,132メートルの長さになります。 

○委員（藤田幸正） 作物被害は、農業共済の補

償のかかっている稲作だけで、あとの野菜等につ

いては全くしないということですか。申告という

か、届出はないということで、行政にも実態が分

からないということですか。 

○近藤農林水産課副課長 具体的な被害総額は農

業共済の共済補償にかかっている分です。県等か

からも、これは水稲だけの報告ですので、ほかに

例えば芋や、畑の作物など、細々したものもなる

べく拾い上げて、市としての実績を持つようにす

るほうがよいのではというような意見はいただい

ているところです。柵の設置とか総額、全件くま

なくというのは難しいですが、今後、そういった

ことで被害に遭って、被害相談等があった際に

は、被害をなるべく作物別、金額別に把握するよ

うに努めたいと考えています。 

○委員（藤田幸正） 銃とかわな等の免許保有者

の実績、今50名前後のようですが、今後の育成に

向けての考え方についてお示しください。 

○近藤農林水産課副課長 ハンター育成に市とし

て独自に取り組むという方策が難しいので、県が

主催するハンター養成塾などで、なるべく裾野を

広げていきたいとは考えていますが、これをやれ

ば確実に増えていくというのがなかなかないよう

な状況です。新居浜市の猟友会さんは別子山も含

めて３つありますが、高齢化が進んでおり、若手

の新規加入者が少ないという現状があり、苦慮し

ています。県の制度とかの周知に努め、一人でも

多くの方にハンターになっていただきたいと考え

ています。 

○委員（藤田幸正） 捕獲隊等育成事業費など、

免許保有者のために具体的に何と何を補助してい

るか分かりますか。 

○近藤農林水産課副課長 免許を持たれている方

全てではなく、市の捕獲隊に従事にしている方の

狩猟免許の更新手数料の一部を補助しています。 

○委員（藤田幸正） 個体数を少しでも少なくす

るために、防除もしなければいけないし、防御の

ための防護柵等々、金額的には物価高で上がって

きているから、その辺も何とかしてほしいなどと

いうこともあります。有害鳥獣の個体数を少なく

するためには、そういうことも含めて、この事業

に対するこれからの取組、考え方など、今後もこ

のままでいくのか、もっとこういうことをしたい

など、拡充したいというふうなことはどうでしょ

うか。 

○近藤農林水産課副課長 柵の補助を実施してい

ますが、鉄鋼価格はどんどん上がっています。

今、１件当たりの補助は、消費税を除いて補助率

２分の１で、上限５万円となっています。金属価

格も上がってきており、ワイヤーメッシュ柵は針

金とか支柱とかいろいろ要りますが、これらの経

費も上がってきて、高いというような声もいっぱ

いいただいています。 

 市としては、防護柵の設置で農地を守ったり、

農作物を守ったりすることが、有害鳥獣、イノシ

シとかに余計な餌を与えないことになり、個体数

の繁殖、増加を防ぐ一定の効果があると見ていま

すので、今後の金属価格とかいろいろ物価高の影

響もありますが、補助の枠の拡大など、状況を見

ながら、検討していきたいと考えています。 

○委員（井谷幸恵） ここ３年の推移、イノシ

シ、猿、鹿それぞれ何頭捕獲しましたか。金額が

前年と比べて大幅に減っている理由は何ですか。 

 猿の大群が来たなど市民の皆さんの心配の声を

聞いていますが、有効な手だては、どのようなこ

とがありますか。 

○近藤農林水産課副課長 ここ３年の捕獲実績と

しては、イノシシは令和元年311頭、令和２年

288頭、令和３年201頭、猿は令和元年21頭、令和

２年23頭、令和３年15頭、鹿は令和元年302頭、

令和２年303頭、令和３年214頭となっています。 

 次に、金額が前年と比べて大幅に減っている理

由については、イノシシの捕獲頭数が大幅に減っ

ており、これが事業費の減少につながっていま

す。 

 次に、市民の方からの心配の声、有効な手だて

について、鳥獣対策は、環境の改善、防護柵の設

置、捕獲を総合的に実施する必要があると考えて
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います。イノシシとか鹿とか猿など、繁殖力の強

い鳥獣は、捕獲数を一時的に大幅に増加できたと

しても、数年のうちに食料や生息できる環境で、

すぐに増えていくという特性があります。農作物

を防御し、農地周辺の草刈りや、里山の再生等に

よって、人間の生活域から鳥獣の生活域を遠ざけ

た上で捕獲を実施することが一番有効な対策と考

えています。 

 特に防護柵の設置は、農作物被害を直接防ぐこ

とができますし、鳥獣にとって人間の生活域に出

没するメリットをなくすことから、最も有効な手

段と考えているので、まずは農作物などを守るた

めの防護柵の設置に我々も補助等を用意して、支

援していきたいと考えています。 

○委員（井谷幸恵） 防護柵の設置は、申請の条

件等はありますか。 

○近藤農林水産課副課長 農業資格などは必要あ

りませんので、農地の所有者の方であれば誰で

も、家庭菜園クラスでも申請は受けつけていま

す。 

○副委員長（小野辰夫） この中にタヌキが入っ

ていないのですが、非常に悪臭がすると、そうい

うアドバイスはいただけますか。有害にはなって

いませんが、住宅街に住んでいるという場合、自

治会任せになっていますので、そのあたりどうで

しょうか。 

○近藤農林水産課副課長 農林水産課としては建

前としては農林水産物等に対してのものというこ

とにはなります。空き家等であれば、タヌキがす

み着いたり、イタチとかもすみ着いたりすると思

います。最近ではどこにでもいるような感じにな

っていますので、耕作放棄地や、空き家はその所

有者等にちゃんと管理してくださいなどとお伝え

したり、自治会を通じて連絡というような形にな

るかと思います。市役所近辺でもタヌキとかイタ

チ等がいて、空き家での悪臭の原因になったりす

るとはお伺いしていますが、これをやればという

ようなことがなく、なかなか難しい問題ではあり

ます。 

○委員（黒田真徳） 捕獲したイノシシや鹿の持

ち込まれたその後の処理とかはどうしています

か、何か有効な利活用をされていますか。 

○近藤農林水産課副課長 捕獲したイノシシ、鹿

については、基本、人によります。捕獲隊の方が

自ら捉えて、それを自分で食べるのは別に構いま

せん。多くの場合は土中埋設といいまして、山の

中などで穴を掘り、埋めて、土をかぶせて、ほか

の動物とかになるべく掘り起こされないような状

況で埋設しています。あとは別途300円ほどかか

りますが、清掃センターに持っていって焼却処分

にするとか、主にそういった３つの方法がありま

す。 

○委員（神野恭多） 人的被害はなかったという

ことですが、例えば滝の宮の自転車道を通ってい

ると、高校生の自転車の真横にイノシシがいると

いう状況なんかが多いらしくて、例えばＰＴＡ等

でも、捕獲の協力ができないか、わなの免許を取

ろうかなんていう話をしたときに、猟友会には属

したくないという話がよく出ます。猟友会に入る

と、猟友会の縄張みたいなものもあると聞いてい

ます。捕獲隊というものを詳しく教えてくださ

い。 

○近藤農林水産課副課長 市で捕獲隊と認定して

いるのは、市内全域というような形でしていま

す。市内には、別子山には別子山猟友会が、その

他の市内には２つの猟友会があり、それぞれの猟

友会の各猟師の持分というのは区分けされてお

り、それぞれの猟友会の自分の持分のところで駆

除活動に当たるというようなことになっていま

す。一般の方でも、申請行為はもちろん必要にな

りますが、免許とか持たれた上で、御自身の畑と

かその周りであれば捕獲の許可はできます。猟友

会に所属していて、捕獲隊に選ばれている方に対

しては市内一円というような形で区分けはしてい

ます。 

 

  午前１１時５８分休憩 

―――――――――― ◇ ―――――――――― 

  午後 １時００分再開 

○委員長（永易英寿） 再開いたします。 

 初めに、先ほどの平尾墓園事業特別会計の答弁

に対し、安藤環境衛生課長より発言を求められて

おりますので、許可します。 

○安藤環境衛生課長 平尾墓園事業特別会計にお

ける大條委員さんの231区画は督促状を送付して

いるにもかかわらず、支払っていないという理解

でよいかという質疑に対し、督促状送付後も納付

されてない区画であると答弁しましたが、正しく

は督促状送付により支払いをされた区画の総数で

す。訂正しておわびします。 
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 なお、督促状は257通送付し、47件が未納とな

っています。 

 

【大島七福芋作付け拡大事業費】 

○委員（越智克範） 予算未達の原因は何です

か。２名体制としていた協力隊の確保はどうなり

ましたか。 

 作付拡大の計画は実施できましたか。地域活性

化という目標がありましたが、評価はどのように

なっていますか。課題があるとすればその課題

と、その対策についてどのように考えています

か。 

○岡田農林水産課副課長 まず、予算未達の原因

については、当初予算において２名の協力隊員分

を確保していましたが、新型コロナウイルス感染

症の影響による応募者減等のために、２月補正予

算において１名分を減額したものです。その後、

２人目の協力隊員についても応募はあるものの、

着任には至っておらず、引き続き随時募集を行っ

ているところです。 

 次に、作付拡大については、昨年度、協力隊が

農地の整備等に取り組んだ結果、400平米の作付

面積が拡大し、約400キログラムの七福芋の収穫

が得られました。また、地域活性化に対する評価

としては、大島地域交流センターの所長に伺った

ところ、交流センター主催の各種行事、だれでも

食堂、敬老会、文化祭等、各種行事に協力した

り、伝統行事であるとうどおくりにも準備段階か

ら携わっている等、地域貢献をしてもらっている

と、おおむね良好との評価をいただいています。 

 次に、課題とその対策については、まず課題と

して、なかなか協力隊が増えないという課題があ

り、現在の隊員の業務というのは七福芋の生産拡

大を図ることが主な業務となっているため、見ず

知らずの土地で芋栽培の経験も少ない中、そのハ

ードルが高く、応募する人が少ないということが

要因と考えられます。そのため、今後は業務内容

について、現隊員や地元の自治会とも協議をした

上で、七福芋の生産拡大以外の地域コミュニティ

ー活動の補佐など、多方面で働ける環境づくりが

できるよう見直しを進めたいと考えています。 

○委員（越智克範） 今言われた多方面というの

は、例えば何か方策を考えられているのかという

のと、この七福芋は新居浜の数少ないブランドだ

と思うんですね。だから、これを作業環境が厳し

いというのはさっきおっしゃっていましたが、ど

んなふうに強化していくかというのは一つの課題

じゃないかと思います。七福芋の商品価値を上げ

るとか、そういう方面でもやっぱり策を練らない

といけないと思いますが、そういう面ではいかが

ですか。 

○岡田農林水産課副課長 まず、多方面での活動

については、例えば、伝統文化の継承や振興の面

での活動や、福祉関係での活動というのが考えら

れると思います。 

 次に、ブランド力の強化という点についてです

が、１つその隊員の業務として、七福芋を使った

商品開発というのも入っています。現隊員につい

ても、七福芋をペースト状にしたものから、例え

ばケーキ、クッキー、焼き菓子、そういったもの

の商品開発の面でも取り組んでくれています。実

際、昨年度は、ケーキにしたものを市役所に持っ

てきて、職員が試食しました。今後においても、

昨年に引き続き、商品開発という面でも協力隊に

頑張って進めていただきたいと思っています。 

○委員（田窪秀道） １番目、隊員の残りの就業

年月を教えてください。２番目、地域おこし協力

隊が離島大島地区にもたらした主な成果を教えて

ください。３番目、あと一人協力隊員を探してい

るが、なかなか難しいようであり、仮に１人増員

した場合、島での協力隊員同士の仕事のすみ分け

を行政はどのように考えているのか、教えてくだ

さい。４番目、隊員が任期期間中、本業に加え、

新たな仕事を見つけた場合、誰がどのようにフォ

ローしていくのか、教えてください。 

○岡田農林水産課副課長 まず、現隊員の残りの

就業年月については、令和５年10月末が任期末に

なるので、ちょうど残り約１年となります。 

 次に、主な成果については、先ほど越智委員さ

んにもお答えしたように、交流センター主催の各

種行事への協力などおおむね良好ということで、

交流センターから評価をいただいています。 

 次に、１人増員した場合のすみ分けについて

は、これも先ほど越智委員さんの質疑にお答えし

ましたが、２名体制になったとしても、現在の業

務の内容のままではなかなかすみ分けが難しいと

いう現状があり、その業務内容について、今後、

見直しを進めていきたいと考えています。 

 最後に、新たな仕事を見つけた場合には農林水

産課の職員や、活動支援団体が協力し、フォロー



令和４年10月27日（木曜日） 

－17－ 

に努めていきたいと考えています。 

○委員（藤田幸正） 協力隊導入の活動に要する

費用、この事業費の内訳について、それと今協力

隊は別子山と大島とに入っており、協力隊の契約

というか、その辺が違うと聞いていますが、どの

ように違うのか、その２点をお聞きします。 

○岡田農林水産課副課長 まず、事業費の内訳に

ついては、地域おこし協力隊への報償費として、

12か月分の270万円、受入団体に地域おこし協力

隊の活動の支援や生活の支援をお願いしており、

その委託料として200万円、あと残りフェリーの

使用料として１万円です。 

 次に、別子山地区との協力隊の違いについて、

別子山地区の協力隊員については、市が直接雇用

しており、雇用関係があります。別子山の協力隊

員については、勤務時間を定めており、市から直

接の指示により活動を行います。一方で、大島地

区の協力隊員については、市との雇用関係がない

個人事業主型の形態を取っています。この個人事

業主型の特徴としては、活動経費が受入団体にま

とめて委託料として振り込まれることから、活動

がしやすいことが上げられます。例えば物品の購

入の場合についても、スピード感を持って購入が

できるといったことが上げられます。その他、勤

務形態に柔軟性があって、現場と密接に関わって

仕事ができるといった特徴があります。 

○委員（藤田幸正） 本来の別子山の人たちがや

っているような契約、それにプラス委託料として

200万円支払われているということですか。 

○岡田農林水産課副課長 別子山地域の協力隊員

については、市から会計年度任用職員という扱い

になっています。 

 大島地区の協力隊については、委嘱契約を協力

隊員と行い、報償費という形で支払いをしていま

す。 

○委員（藤田幸正） それが270万円ですか。 

○岡田農林水産課副課長 はい、そうです。 

○委員（藤田幸正） 報償費が270万円で、今

200万円と言った委託料は何ですか。 

○岡田農林水産課副課長 協力隊の活動に係る支

援団体があり、大島を地元、ベースとして活動し

ている支援団体はＧＯＯＤＷＩＬＬになるのです

が、ＮＰＯ法人ＧＯＯＤＷＩＬＬに対し、協力隊

の活動のサポート支援ということで委託料を

200万円お支払いしています。 

○委員（藤田幸正） 越智委員さんの質疑の中で

作付面積は400平米増え、収穫量は400キロという

ことだが、それは面積と活動実績と、活動内容は

七福芋の栽培以外にどういったことがあるのです

か。 

○岡田農林水産課副課長 先ほど越智委員さんに

申し上げたとおり、メインは七福芋の生産であ

り、それに伴う加工品の開発、それ以外に地域の

伝統行事や、地域振興に係る活動などが上げられ

ます。 

○委員（藤田幸正） 七福芋の栽培の拡大事業と

して取り組んで、400平米増えて、400キログラム

しか増えてないということについての課題はどう

なんですか。 

○岡田農林水産課副課長 令和３年度の隊員の実

績としては、先ほど申し上げたように、400平米

の畑に対して約400キログラムの七福芋の収穫を

得たということですが、協力隊員が取り組んだ畑

は、ほかに耕作放棄地を300から400平米を実は耕

してはいたのですが、残念ながら、苗が足りず

に、作付までには至りませんでした。用意できる

苗の量というのが年によって変わるというのも一

つの課題にはなりますが、今後についても、なる

べく作付拡大に結びつくよう、耕作放棄地等があ

ったら、隊員に開墾に取り組んでいただくという

ことで話は進めていきたいと思っています。 

○委員（藤田幸正） 今の答弁の中で、これから

の取組方ということは大体分かりますが、これだ

けのお金をかけて、できたのは事業としてもこれ

だけの数値しか上がってない。それと、今回１人

なんだけど、今度２人にお願いし、２人が来ても

そんなに増えることは、今の状態であればないで

あろうということを推察されますが、委託契約と

して、会計年度任用職員に朝から来てこの時間で

と、お願いしますと、地域活動をして、いろいろ

活動してくださいというんであればいいのです

が、これだけのことをやってくれと個人事業主と

して委託しているのですから、それだけのことが

できなかったら、契約違反等になるのではないか

と思います。でもそうなる前に、耕作地の確保で

あるとか、またくわで耕すわけにいきませんか

ら、農業機械等々とか。今の状態だとそれを全部

ＧＯＯＤＷＩＬＬのものを借りてするということ

になるのですか。 

○岡田農林水産課副課長 ＧＯＯＤＷＩＬＬへの
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委託料200万円の中から、昨年度は管理機、小さ

いトラクターみたいなものは経費の中から支出し

ています。 

○委員（藤田幸正） 管理機というレベルじゃな

くて、拡大をするようになれば、それなりのこと

をもっと、委託契約となればもう少しきっちりと

しないと。ＧＯＯＤＷＩＬＬにもそれなりのこと

をやれと、じゃないと委託できませんとかいうこ

とじゃないと。とにかく七福芋は越智委員さんも

言われたが、新居浜のブランド商品として、もう

これぐらいしかないのですから、全国にも新島と

か、ほか広島、長崎とかというところしかないの

ですから、それをせっかくやっていこうとするん

だけど、あまりにもその辺のところの取組も甘

い。そして、先ほどの答弁の中では苗が足りなか

ったと。ということは種芋の安定確保、保存も悪

いし、大体掘る時期も悪いと。そういうふうない

ろんな栽培技術、もともとの大島の人たちも耕作

者も減って、昔のノウハウを持っている人も本当

に数少ない人しか残っていない。だけどそういっ

た中で、新居浜市としてこれをやっていくんだと

なると、愛媛県の関係職員や、もともとの地元の

人や、栽培技術等についてももっともっとしなき

ゃいかんのじゃないかと。その辺のところについ

てはどうなのですか。 

○岡田農林水産課副課長 栽培技術という面で

は、愛媛県東予地方局の農業振興課とも、実は８

月に現地で、技術指導を仰いだところです。 

○委員（藤田幸正） 計画した割に、実績があま

りにも悪過ぎる。できるように体制づくりもやっ

ていかないといけないと思うが、部長はどう考え

ているのか。 

○宮崎経済部長 いろいろ御指摘をいただき、あ

りがとうございます。これまで２年間、地域おこ

し協力隊として活動し、これまでも七福芋の栽培

等についてはなかなかうまくいってないんじゃな

いかというような御指摘も以前から受けていま

す。そこの部分に関しては、市としてももうちょ

っと積極的に関わってやっていく必要があると私

も思っていますので、今後の取組の中で生かした

いと思っています。 

 一方で、地域交流活動等については、地元の方

からは非常にマンパワーがない中で若い方が来て

いただいて、積極的に活動しているという評価も

いただいていますので、そういう部分では一定メ

リットも出ていると思いますので、本来の活動の

ほうで何とか結果が出せるように我々としても積

極的に取り組んでいきます。 

○委員（伊藤優子） 200万円の委託料がある

が、委託なら人を雇用するのはＧＯＯＤＷＩＬＬ

ですか。 

○岡田農林水産課副課長 人を雇用するというこ

とではなく、あくまで隊員が七福芋栽培に取り組

む上で必要なもの、例えば道具や、柵、隊員が住

む借家の家賃、作業用の車両の経費等、そういう

ものをもろもろ含め200万円という委託料になっ

ています。 

○委員（藤原雅彦） そもそも論になりますが、

大島の七福芋はＧＯＯＤＷＩＬＬが栽培していた

が、そういう状況下になぜ協力隊が来て、栽培し

ているのか。あと、ＧＯＯＤＷＩＬＬは協力隊に

対してサポートをしているということだが、種芋

がなかったりするなど、いろいろ不具合があった

という話がありましたが、ＧＯＯＤＷＩＬＬが協

力隊のサポートをするのであれば、なぜそのよう

な結果になったのか、教えてください。 

○岡田農林水産課副課長 収穫を終えると、翌年

度に向けて種芋を保管庫に保管するようになりま

すが、その保管状況が、年によって寒い年があっ

たりして気候環境が年々違い、そういう中で、翌

年度に使える種芋が、自然に腐ってしまうものも

あり、翌年度も使える種芋の数量が年によってば

らつきが生じてくることが一番課題になるところ

です。 

 種芋の保存状況についても、ＧＯＯＤＷＩＬＬ

の立場からしてもなかなか難しい。これは島民の

方、現地で七福芋栽培に取り組んでいる方にお聞

きしましても、種芋の管理というのはかなり難し

いということですので、それがやっぱり年による

ばらつきの原因となっていると認識しています。 

○委員（藤原雅彦） なぜＧＯＯＤＷＩＬＬがい

るのに、協力隊の方が始めたのですか。 

○岡田農林水産課副課長 やはり高齢化に伴い、

島で七福芋栽培に取り組んでいる方の減少という

のが一番にあり、そこを何とかフォローができな

いかということで協力隊の導入に至ったというこ

とです。 

○委員（米谷和之） 大島での地域交流や伝統行

事というような話がありましたが、隊員を募集す

るときに、そういうものへの参加は、条件に入っ
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ていますか。 

○岡田農林水産課副課長 要綱の中では、まず１

番目、２番目には、七福芋の栽培に取り組むこと

と、あと商品開発、ブランド化に取り組むことと

いうのがありますが、それ以外に、伝統行事や、

地域振興に関わることというのも内容に入ってい

ます。 

○委員（米谷和之） 私は、この事業の主たる事

業は、要綱に書いているとおり、作付拡大だと思

います。そういう農産物のお芋を作ったりするこ

とにすごく興味のある方に来てもらって、どんど

ん広げていったり、さっき言われたようないろん

なノウハウを蓄積してもらうのが目的だと思いま

す。地域交流に参加なんかしてもしなくてもいい

んじゃないんですか。作付拡大だけ一生懸命やっ

てもらえればいいと思うんですけど、どうなんで

しょう。そこに専念してもらえれば。 

○岡田農林水産課副課長 七福芋だけに集中して

いただくというのもありますが、そもそもの地域

おこし協力隊の目的というのが、地域振興という

のが入っていますので、要綱に地域振興を入れて

います。 

○委員（米谷和之） 隊員が見つからないという

話が最初にありましたが、例えばそういう条件を

外して、主たる目的である芋の拡大、それだけに

専念してもらって、時間が余れば地域の行事にも

参加してもらうというような取組はできないので

すか。地域交流は条件からも外して募集するとい

うことはできないんでしょうか。 

○岡田農林水産課副課長 地域活動というのは、

協力隊の総務省の推進要綱に入っており、応募が

あった何人かの方に、辞退の理由を聞くと、七福

芋の生産拡大が一番ネックになっているというこ

とでした。こちらとしては、地域活動も含めて七

福芋生産拡大に努めていっていただきたいところ

ですが、現段階では七福芋栽培の取組というのが

ネックになっていると思うので、今後も見直しを

進め、地域活動への取組をメインに持ってくると

か、一旦見直しを今後、考えていきたい。 

○委員（大條雅久） 今までのやり取りで作付面

積の拡大が400平米で、収穫が400キログラムとい

うことはお聞きしましたが、協力隊員自身が耕作

している畑の面積と、令和３年度の収穫量は全部

で幾らですか。それの収穫に対する売上げ、収入

は幾らになったのですか。 

○岡田農林水産課副課長 令和３年度の協力隊が

取り組んだ畑の広さというのは400平米で、それ

に対して収量が約400キログラムで売上金額につ

いては、把握していません。 

○委員（大條雅久） 七福芋の栽培で自立を目指

すんでしょ。別に自立できなくてもいいのです

か。令和３年度は400キログラムの収穫があり、

その売上げは、現在の報償費270万円を補填する

に足りるのですか。それは売上げを全部次の事

業、来年度の事業費に回すとして、二、三年たっ

たら報償費がなくなるわけでしょ。その計画は令

和３年度でどういう見通しが立ったのですか。 

○岡田農林水産課副課長 400キログラムの売上

げでは、270万円には届かないものです。 

○委員（大條雅久） 後で構いません、令和３年

度の収穫による収入額を教えてください。 

○岡田農林水産課副課長 承知しました。 

【農道維持管理事業】 

○副委員長（小野辰夫） 要望件数は何件ぐらい

ありましたか。コロナ禍で予算が厳しいと思われ

ますが、積み残し件数は何件ぐらいありますか。

人員体制強化はされましたか。幾らぐらいの予算

であれば積み残しがなくなりますか。 

○神野農地整備課長 令和３年度の要望件数は

181件でした。その要望件数181件のうち133件は

昨年度対応しており、積み残しは48件です。 

 人員強化については、緊急を要する要望や小規

模な要望は職員が直接対応するなど、配置された

体制で要望に応えられるよう事業を実施していま

す。積み残しを解消する予算について、積み残し

の48件の解消には、約2,600万円必要と考えてい

ます。一方で施設の老朽化も進んでおり、今後も

新規要望は増加すると推測しているので、予算の

獲得に向け、関係課とも協議を進めていきたいと

考えています。 

【木質バイオマス間伐材安定供給整備事業費】 

○委員（近藤司） 木質バイオマス間伐材とはど

のような間伐材なのでしょうか。住友林業フォレ

ストサービス株式会社に対する補助金とのことで

ありますが、どのような事業内容なのでしょう

か。財源が全て繰入金とのことですが、どのよう

な内容の繰入金なのでしょうか。 

○近藤農林水産課副課長 まず、木質バイオマス

間伐材とはどのような間伐材かについては、愛媛

県内では、主に杉、ヒノキの搬出間伐が行われて
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いますが、その際に発生する小径木で、一般的に

は直径13センチメートル未満の建築用資材として

使用しにくいため、林地にそのまま残される林地

残材と呼ばれるものです。 

 次に、事業内容については、住友共同電力が実

施している石炭との混焼を行う木質バイオマス発

電事業において、林地残材の安定供給、収集や運

搬業を担っている住友林業フォレストサービスに

対して、運搬コストの一部補助を行っているもの

です。補助率は、予算の範囲内で、１トン当たり

3,000円を超える金額の２分の１以内で、１トン

当たりの上限が400円となっています。 

 次に、どのような内容の繰入金かということで

すが、財源は新居浜市環境保全基金から100％繰

り入れています。これは、かけがえのない地球環

境を未来に引き継ぐための環境施策を推進するた

めに設置されている基金となっています。 

○委員（近藤司） 事業費は、住友林業フォレス

トサービスの運送に対する補助金ということです

が、住友林業フォレストサービスを選定したのは

どうしてですか。例えば、別子山には別子木材セ

ンターがありますが、そのあたりに委託するとか

ということはできなかったですか。 

○近藤農林水産課副課長 この事業の補助対象に

なるのが、住友共同電力、住友フォレストサービ

ス、あともう一社の３者協定に基づいて行われて

いる木質バイオマスの協定事業ですので、木材セ

ンターは想定されていません。 

【別子山地区林道等開発事業】【別子山地区林道

等開設事業（繰越分）】 

○委員（藤田幸正） 別子山地区にある林道の開

設工事に要した費用となっていますが、場所と工

事費の内訳、財源はどのようになっていますか。 

○近藤農林水産課副課長 別子山地区の林道は、

現在、保土野線と豊後線の２路線があり、保土野

線については、開設場所は、地図上の直線距離で

別子小中学校、保育園があるあたりから北西に約

650メートル付近で開設中となっています。工事

費は834万8,000円、測量委託料は96万8,000円と

なっています。令和３年度現年分になります。 

 豊後線については、開設場所は旧筏津山荘か

ら、これも北西へ約340メートル付近の場所で開

設しています。工事費の前払い金として390万円

支出しており、610万円については、災害の発生

もあり令和４年度に繰り越しています。 

 繰越分については、保土野線になります。場所

は同じところになります。工事費は800万円とな

っています。これらの事業費の財源には、過疎対

策事業債、国の林道補助を使って事業を実施して

います。 

○委員（藤田幸正） 林道の工事の仕様、幅員

は、どういった形で整備しましたか。 

○近藤農林水産課副課長 保土野線については幅

員４メートル、延長が83.1メートルの仕様です。

令和２年度の繰越分は、同じく幅員４メートルで

延長が118.7メートルになります。 

 もう一方、豊後線については、幅員が３メート

ル、延長が24.3メートルの仕様となっています。 

○委員（藤田幸正） 同じような林道を開設する

のに、幅員を３メートルと４メートルと変えてい

るのは、なぜですか。それと、今後、集中的に豪

雨になったときに、整備したところがまた壊れた

のでは困るので、その辺どのような工事、道路の

仕上がりの仕様にできているのかということをお

尋ねします。 

○近藤農林水産課副課長 幅員の違いについて

は、１級、２級、３級と林道の規格があり、豊後

線は、２級の規格で実施しており、幅員３メート

ルでやっています。保土野線は１級の規格で、幅

員４メートルを基本として延長しています。 

 災害時の対応については、開設中ですので、入

り口に進入禁止のバリケードを常設し、一般人が

入っていく危険性はないと考えています。そし

て、大きい台風がやってくる前や後には、別子山

支所とも連携し、現地パトロールなどを行って、

災害発生の有無などを調査しています。 

○委員（藤田幸正） 別子山地区内の開設という

ことで、保土野線と豊後線がありますが、ほかに

もこういった工事をするところもありますか。 

 保土野線、豊後線については、どの程度までの

計画があって、もしその計画でいけば、どのぐら

いの年数というのがかかるのか、お尋ねしたい。 

○近藤農林水産課副課長 その他の林道に関わる

ような路線ということで、公共林道の規格ではあ

りませんが、森林作業道というような位置づけ

で、別子山地区森林整備事業で国の林道舗道の規

格と違う独自規格で抜いている森林作業道はあり

ます。 

 今後について、保土野線は、あと1,500メート

ルほど延長を延ばしていくと、その上に市有林が
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ありますので、民有林を通って、市有林の入り口

まで何とか持っていきたい。地形の状況からする

と、あと16年ぐらいかかるのではないかと思いま

すが、今検討しているところです。豊後線は、地

形や地質で、今後、災害の発生も懸念されるた

め、あと十数メートルほど延長させて、回転場を

設けて、一旦地形の様子を見るというような考え

です。 

【別子山地区森林整備事業】 

○委員（近藤司） この事業は森林作業道の開設

時に伐採された木材を別子木材センターで使用し

ているとお聞きしていますが、この別子木材セン

ターでの伐採された木材はどのように使用してい

るのでしょうか。また、今後の使用計画について

もお伺いします。 

○鍋井別子山支所長 伐採された木材が別子木材

センターでどのように使用されているかというこ

とですが、本事業は別子山地区森林整備計画に基

づき森林作業道を開設するもので、開設に際し支

障となる木材、今回の場合はヒノキを伐採し、そ

の一部、14.07立方メートルを試験的に別子木材

センターに売却しました。別子木材センターで

は、これを積層間柱、フリー板に加工したとお聞

きしています。 

 今後の計画として、令和４年度からは、林内作

業道を入れて、間伐事業も始まり、出材の量も増

えます。これに伴い、より多い量を加工、販売す

るとお聞きしています。 

○委員（近藤司） この作業道の開設が終わった

ら間伐材をまた取り出してくるというようなこと

ですが、この事業はずっと続くのでしょうか。 

○鍋井別子山支所長 現在の計画では令和８年ま

では決まっています。 

【別子山振興基金積立金】 

○委員（伊藤嘉秀） 令和３年度に基金を使用し

た事例を教えてください。また、別子山振興基金

を使用する対象事業の規定、ルールがあれば教え

てください。 

○鍋井別子山支所長 令和３年度決算では、別子

山給水施設管理費1,057万6,000円、別子山地域バ

ス運行事業480万8,000円、別子山地区給油所確保

事業補助金100万円など、計1,848万円についての

取崩しとなっています。 

 別子山振興基金の対象事業の規定、ルールにつ

いて、別子山振興基金は、別子山地区の地域振興

を図る目的で設置されており、関連する各種事

業、具体的には先ほど申しました３件に加え、ゆ

らぎの森整備事業や別子山地区森林整備計画策定

事業等に充当されています。 

  午後 １時５０分休憩 

―――――――――― ◇ ―――――――――― 

  午後 ２時０３分再開 

○委員長（永易英寿） 再開いたします。 

 初めに、先ほど大島七福芋作付け拡大事業費に

ついての答弁に関し、岡田農林水産課副課長より

発言を求められていますので、許可します。 

○岡田農林水産課副課長 大條委員さんより質疑

のありました400平米の土地に対して、400キログ

ラムの収穫があった、その売上げについて、現隊

員に確認したところ、400キログラムの収穫につ

いては、全て今年度用の種芋に回したということ

でした。 

【中小企業経営改善費】 

○委員（合田晋一郎） 当補助金はどのようなこ

とに活用されているのか。また、事業の効果をど

のように捉えているのか、お伺いします。また、

事業者から要望などがありましたか。あればどの

ように対応されたのか、お伺いします。 

○松原産業振興課長 まず小規模事業補助金につ

いては、商工会議所が経営相談や各種セミナー、

研修会等を開催する経費を補助したものです。 

 事業者からは、コロナ禍の下、資金調達や各種

補助金に関する問合せ、またＳＮＳ等の活用に関

するセミナーの要望等があり、適宜、国や県、市

のコロナ関連施策の情報を紹介するとともに、ニ

ーズを踏まえたセミナー研修を開催しました。 

 効果については、新型コロナウイルス感染症拡

大の波が繰り返す中、様々な課題や不安を抱える

各事業者に対し、事業フェーズに適した資金情報

の提供、またコロナ禍における事業の適切な運営

に係る普及啓発を図ることで、市内企業の事業継

続、経営の安定に向けた支援につながったものと

考えています。 

 次に、新ビジネスチャレンジ支援補助金につい

ては、ウィズコロナ、アフターコロナに対応した

新たなビジネスにチャレンジする市内小規模事業

者に対し、新たな取組に係る経費の一部を補助、

支援したものです。事業者からは、新たなビジネ

ス展開に向けた計画づくり等に関する問合せをい

ただき、その都度ヒアリングや商工会議所経営指
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導員との連携を通じて、事業趣旨に沿った計画作

成を支援しました。効果については、申請上限に

達する市内10事業者から交付申請があり、社会経

済情勢の変化に対応した新たなビジネスモデルの

創出が促進されたと捉えています。 

 最後に、事業再構築促進支援事業補助金は、国

の中小企業等事業再構築補助金を活用しようとす

る事業者に対し、国の補助の対象外経費である認

定経営革新等支援機関等による事業計画策定経費

に対する補助を行ったものです。事業者からの要

望は特にありませんでしたが、事業効果として

は、アフターコロナを見据えた市内中小企業者の

新分野展開や業態転換等、これらの取組を通じた

事業の再構築を支援することができたと考えてい

ます。加えて、この補助事業で市が支援した市内

事業者の全ての方が、国の事業再構築補助金の採

択を受けることとなりました。 

○委員（黒田真徳） 新ビジネスチャレンジとあ

りますが、変わった事業等があれば、１つ、２

つ、採用された例を教えてください。 

○松原産業振興課長 新ビジネスチャレンジの補

助金の事例としては、例えば、飲食の製造事業者

が、新たに直接的な飲食部門を立ち上げるような

事例がありました。また、市内の呉服の小売事業

者が、顧客とオンラインで商談ができるような体

制を整えるという事業展開への支援の事例もあり

ました。 

【中小企業振興対策費】 

○委員（白川誉） １つ目、本事業の総件数

185件の内訳について、個人事業主、法人、業種

の内訳を教えてください。２つ目、空き店舗の活

用事業の実績がゼロだったのですが、コロナ以外

の要因はなかったのでしょうか。過去５年間の事

業実績と併せて教えてください。３つ目、空き店

舗活用事業の対象地域が条例で定められていると

思うんですが、見直しの検討は行わなかったので

しょうか。理由も併せてお聞かせください。最

後、４つ目、以上のことを踏まえた総括を教えて

ください。 

○松原産業振興課長 まず、補助件数185件のう

ち、個人事業主は５件、法人は180件となってい

ます。また、業種については、日本標準産業分類

の大分類で13業種となっています。細やかな内訳

で申し上げると、交付件数の多い業種順で、製造

業、次いで建設業、卸売・小売業、運輸業、専門

技術サービス、そして不動産業となっており、こ

の６業種で全体の約91％を占めています。 

 次に、空き店舗活用事業については、当該補助

事業の対象地域で空き店舗を活用した開業事例が

１件ありましたが、結果として別の補助制度を活

用することとなりました。コロナ禍であっても、

多数の新規事業者が市内で開業されており、事業

者が商店街エリアを選択していない現状があるの

ではと考えています。また、過去５年間の実績に

ついては、平成29年度は３件、平成30年度も３

件、令和元年度は２件、令和２年度は１件、令和

３年度はゼロ件でした。 

 また、空き店舗活用事業の対象地域の見直しに

ついては、空き店舗活用事業は、長期総合計画の

基本計画、にぎわいと魅力あふれる商店街の形成

に資する事業として位置づけていることから、商

店街エリアを対象とする地域設定の見直しは行っ

ていません。 

 最後に、総括ですが、本事業の補助制度は、３

年間の時限つき条例として、中小企業振興条例及

び同施行規則で規定されています。現行の条例は

令和２年度からスタートしていますが、年度当た

りの平均の申請数が180.5件で、補助総額は約

8,300万円となっています。これを２期前の平成

26年度から平成28年度で比べると、申請数は

89.3件で、補助額が約6,100万円、１期前の平成

29年度から令和元年度の申請数は166.6件で、補

助額が約6,500万円と、制度の見直しを重ねるご

とに申請件数と補助交付額が増加している現状

は、市内中小企業のニーズに即した制度設計が一

定図られているものと考えています。 

○委員（篠原茂） 人材確保事業の補助件数は

49件とありますが、採用につながったのは何名で

すか。１社当たりの最高額、最少額は幾らでしょ

うか。次に新製品開発事業の補助件数は２件あり

ますが、進捗状況はどのようになっていますか。

次に生産性向上機器導入事業の補助件数は35件が

ありますが、業種は何で、平均補助金額は大体幾

らでしょうか。 

○松原産業振興課長 人材確保事業で、補助対象

となった49社の取組で、採用につながったのは

34名となっています。１社当たりの最高額は補助

限度額であります 3 0万円で、最少額は１万

3,700円となっています。 

 次に、新製品開発事業のその後の進捗ですが、
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ヒアリングによると、２件ともに展示会への出展

等を通じ、新たな販路先の掘り起こしができてい

ると伺っています。また、実証試験を行っている

取引先や相手先も複数あるとのことで、今後も新

たな顧客獲得が見込まれるとのことでした。な

お、展示会への出展の経費については、当課の該

当補助メニューも案内しているところです。 

 最後に、生産性向上機器導入事業ですが、業種

は製造業、建設業、卸売・小売業、専門技術サー

ビス業、サービス業の５業種で、平均補助金額は

１件当たり139万522円となっています。 

【生活路線維持運行対策費】 

○委員（伊藤嘉秀） 令和３年度決算と主要な施

策の成果等に関する説明書の105ページには、国

庫補助対象として周桑からマイントピア別子線等

４路線（６系統）と書かれていますが、財源には

国庫支出金が書かれていないのはなぜでしょう

か。 

○守谷地域交通課長 国庫補助対象路線について

は、バス事業者が国、県、市に対し補助金の申請

を行い、それぞれから直接交付されるので、市の

歳入予算に国庫支出金は計上されません。なお、

生活路線を対象とした県単独補助路線について

は、県と市との協調補助金として交付するため、

県支出金が決算額として計上されています。 

○委員（伊藤嘉秀） 国から補助された金額がど

の程度か、把握してれば教えてください。 

○守谷地域交通課長 国の補助金が6,592万

2,516円と聞いています。 

【高校生溶接技能甲子園開催事業費】 

○委員（藤原雅彦） １点目、この事業は、工都

新居浜をアピールするために行うのか、それとも

地元企業への雇用促進を図るものなのか。２点

目、高校生溶接技能甲子園に何人参加し、そのう

ち市内の高校生は何人か。３点目、この溶接技能

甲子園に参加した高校生で、市内企業に何人就職

したのか、お伺いします。 

○松原産業振興課長 溶接甲子園は、新居浜がも

のづくりのまち、溶接のまちであることを全国へ

発信するとともに、次代を担う高校生の溶接技術

のさらなる向上を図ることを目的としています。 

 次に、参加数は、全国から45人が参加し、うち

市内の高校生は２人でした。また、市内企業に１

人就職しており、就職に当たっては溶接甲子園の

出場及び入賞が評価されたと伺っています。 

【創業支援対策費】 

○委員（伊藤嘉秀） 転入者創業支援事業の支援

対象者の業種と支援後の経営状況、またフォロー

活動の内容を教えてください。 

○松原産業振興課長 支援対象者の業種について

は、交付４件のうち、小売業が１件、理美容業が

２件、専門技術サービス業が１件となっていま

す。支援後の経営状況及びフォロー活動の内容に

ついては、令和３年度に当該支援補助金を交付し

た方全員に事業継続状況を把握するとともに、近

況について伺っています。また、シティプロモー

ション推進課の移住促進担当者へ紹介して、移住

促進ＰＲに協力していただいたり、他の補助制度

を含め支援制度を案内するなど、創業後も継続し

たフォローを図っています。 

○委員（伊藤嘉秀） その創業者での雇用につな

がった例はありますか。 

○松原産業振興課長 令和３年度の転入創業者支

援事業の４件については、雇用は生まれていない

状況です。 

○委員（合田晋一郎） 創業支援に大変有効な補

助金であると思いますが、利用者からの相談、要

望はどのようなものがありましたか。また、それ

に応えられていますか。 

○松原産業振興課長 事業者及び事業を考えてい

る方からは、多様な相談や要望があり、市で対応

できる補助支援等を除き、市内の各関係機関と連

携した対応を図っています。  

例えば、創業に当たっての事業計画の策定の支

援、こういったところの要望、相談については商

工会議所を案内しています。また、そもそも創業

や起業について勉強したという話があった場合

は、金融機関等が実施している創業セミナーなど

を案内させていただいている状況です。 

 また、そうした市内の各関係機関とは、それぞ

れが実施する創業や企業の支援事業の年間スケジ

ュールなどを共有し、各関係機関と連携した地域

一体での創業や起業の支援を目指しています。 

○委員（片平恵美） 創業支援補助金の補助件数

について、過去３年間の推移を教えてください。 

 また、いよぎん新居浜・西条みらい起業塾の参

加者数の傾向、男女、年齢層などを教えてくださ

い。 

○松原産業振興課長 補助交付件数の３年間の推

移については、令和元年度は創業支援事業が６
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件、女性創業支援事業が９件で計15件、令和２年

度は創業支援事業が８件、女性創業支援事業は９

件で計17件、令和３年度は、決算成果の掲載の表

のとおり計30件となっています。コロナ禍ではあ

りますが、令和３年度は、制度創設以来最多の申

請数となっています。 

 また、みらい起業塾の傾向は、現在の形態で開

催するようになった平成29年度から令和３年度ま

での過去５年間で、参加総数は91名です。その

91名のうち、コロナ禍の直近の２年間で約55％と

なる50名の参加がありました。男女別、年齢層別

については、過去５年間では、女性が約57％、男

性が約43％と、女性の受講割合が高くなっていま

す。また年齢層については、受講者は20代から

80代まで幅広く受講いただいていますが、最も多

いのは40代で30.8％、次いで30代が27.5％、そし

て50代が22％となっており、30代から50代で全受

講者の約８割を占めている状況となっています。 

○委員（片平恵美） 商店街の空き店舗の活用の

例がないと答弁がありましたが、それではどうい

う場所が人気、立地の希望が多いところかという

傾向はあるのでしょうか。 

○松原産業振興課長 立地の場所については、業

種によってその指向は様々なところはあります

が、ロードサイドであったり、駐車場スペースが

一定確保できるところなどが全般的には皆さんの

指向としてお持ちかなと考えています。令和３年

度、商店街での空き店舗活用事業はなかったので

すが、実はこの創業支援補助金で１件商店街に立

地していただいた方がいます。 

【新居浜市ＩｏＴ推進ラボ実施事業費（繰越

分）】 

○委員（白川誉） 主な活動実績を教えてくださ

い。会員は何名になりましたか。委託先と再委託

先の業務内容を教えてください。ＩｏＴの推進と

いうのは中長期の継続が必要だと思いますが、今

後の予算確保に向けてどのように動かれています

か。 

○松原産業振興課長 主な活動実績については、

新居浜市ＩｏＴ推進ラボを設立し、ラボ委員会の

開催、市内企業のＤＸを推進したいという要望に

対する個社支援、ＩＴコーディネーターの派遣、

ＡＩやＩＴ技術を活用したワークショップの開

催、ラボ総会の開催に合わせたベンダー企業とサ

ービスを受ける企業の展示交流会の開催、それか

らヤフー株式会社と連携して、学生向けの人材育

成プログラムの実施、資格取得としてＩＴパスポ

ートの取得支援講座の開催、事業自体のホームペ

ージの作成などを行っています。 

 次に、会員については、組織による登録は36組

織、個人での登録が４名となっています。また、

委託先については、先ほど申し上げた活動等につ

いての業務を統括して行ってもらいました。再委

託については、市内企業のＤＸを推進していく上

で高度なレベルの支援を必要とする企業の対応に

は、経営面からの視点はもとより、業務の項目

や、事業の段階に応じたデジタル技術の利活用を

進めることが必須であることから、特に専門的か

つ総合的な知見が必要と考える個社支援につい

て、再委託を行っています。 

予算確保に向けての動きについては、将来的に

は、会費や地域企業からの報酬等により事業を運

営していくということも想定はしていますが、当

面は会費等で事業を実施していくことは難しく、

行政による支援が必要不可欠だと考えています。

そのため、国等の補助金の活用を検討するととも

に、業務委託等により一定の活動が可能となるよ

う、予算確保に向けた検討をしていきたいと考え

ています。 

○委員（白川誉） 委託先と再委託先の業務の中

身と実際に行われている予算の配分について、精

査はされていますか。 

○松原産業振興課長 委託事業ということで、実

施主体は市になりますので、事業費は委託先とと

もに協議を行って、整理をしています。再委託金

額についても、私どもが一緒に入り、見積りの精

査等をしています。 

【サテライトオフィス等誘致支援事業費】 

○委員（越智克範） これまでの成果や効果はど

うですか。また、利用者の評価はどのようになっ

ていますか。令和３年度の開設運営事業は当初の

目的どおり実施できましたか。また、空き施設の

改修、改築の実績も達成できましたか。予算に対

して決定額が少ないが、この要因は何でしょう

か。また、この対策はどのように考えています

か。今後の課題及び推進計画はどのように考えて

いますか。 

○松原産業振興課長 まず、成果等については、

令和３年度は１件のコワーキングスペース施設が

新たに開設されています。市で直接利用者の声を
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伺ってはいませんが、補助対象事業者へのヒアリ

ングでは、想定以上の利用や県外からの利用者が

一定あると伺っています。 

 次に、本事業の２つのメニューの一つである開

設・運営事業は、市内に事業所を有していない企

業によるサテライトオフィスの新規開設を目標と

していましたが、結果として、市外、県外からの

サテライトオフィスの進出にはつながっていませ

ん。なお、繰越分と合わせ、令和３年度事業に整

備された３件のコワーキングスペース施設は、全

て空き家、空きオフィスを改築、改修したもの

で、市内空き施設の有効活用は一定図られたもの

と考えています。 

 次に、予算に対する決算額については、新たな

サテライトオフィスの進出など当初予算で見込ん

でいた補助申請数に満たなかったため、少なくな

ったものです。令和３年度で本事業に基づく補助

制度が終了したことから、特に対策は取っていま

せん。 

 課題及び推進計画については、本事業を通じ、

新規施設が開設され、市内に新たな人流促進拠点

の創出が図られたと考えています。しかし、企業

誘致の観点では実績が生まれていません。コロナ

禍の下で事業環境が大きく変化する中、各企業の

オフィス投資への意欲は決して旺盛ではない状況

だと認識しています。そうした中で、地方へのサ

テライトオフィスの誘致を実現、また推進してい

くためには、各企業のニーズの見極めと地域の特

性に合わせたアプローチをより一層重視していく

必要があると考えています。 

○委員（越智克範） 令和３年度に１件入られた

というのは、新居浜びずですか。実際のシェアオ

フィスの入居はどういうふうになっていますか。 

○松原産業振興課長 令和３年度は、駅前の新居

浜テレコムプラザ内の駅前ＣＨＯＩという施設の

整備です。繰越事業で新居浜びずを支援していま

す。新居浜びずの利用状況は、令和３年８月にオ

ープンし、令和３年度末までの間で利用者数は

54名と伺っています。そのうち県外の利用者数が

10名ということで、約２割の利用者は県外からの

利用ということで伺っています。 

○委員（篠原茂） サテライトオフィス、テレワ

ークを活用できる施設は、ワクリエ、新居浜びず

以外にも増えていますか。入居状況はどうなって

いますか。 

○松原産業振興課長 いずれもコワーキングスペ

ースの施設になりますが、ワクリエ新居浜と新居

浜びずのほかに、泉池町に秘密基地リーワークと

いう施設、それから先ほど答弁した新居浜テレコ

ムプラザの８階に駅前ＣＨＯＩの２つの施設が整

備されています。 

 入居状況について、ワクリエ新居浜は、シティ

プロモーション推進課の管轄となりますが、５室

あるレンタルオフィスのうち４室が入居、また１

室は、産業振興課のサテライトオフィス活用推進

事業に充てており、市外事業者を呼び込むための

お試しテレワーク事業に活用しています。 

 ワクリエ新居浜以外については、オープンスペ

ースの共用というコワーキングスペース施設とな

っていますことから、入居という概念はありませ

んが、利用者数は順調に推移しているとお聞きし

ています。 

【新居浜市地域商品券発行事業費】 

○委員（白川誉） 商品券の発行数並びに金額、

換金額と率と事務費の内訳を伺います。個別の実

績データを教えてください。期間終了後の加盟店

フォローと実績データの利活用はどのようにされ

ましたか。取扱店の募集に当たり、問題はありま

せんでしたか。特に、産業分類Ｎ生活関連サービ

スの取扱いについて、対象外となったお店が複数

出たと認識していますが、そのことについての見

解をお聞かせください。それらを踏まえた総括を

お願いします。 

○松原産業振興課長 商品券の発行数については

５万2,000冊です。発行額では６億7,600万円にな

ります。換金額は６億6,866万4,000円で、換金率

は99.5％となりました。事務費の内訳は、委託料

が3,860万4,000円、通信運搬費が353万7,600円、

その他が約38万円となっています。 

 次に、個別の実績データとして、取扱店舗登録

数は、最終的に1,564店舗になりました。その中

で、実際の商品券の利用店舗数は1,031店舗、利

用金額の最大は2,450万3,000円という店舗がトッ

プで、ゼロを除いて最少は1,000円でした。 

 次に、期間終了後のフォローについては、取扱

店舗に対してアンケート調査を実施し、結果を業

種別の分析、利用状況、店舗での効果などの傾向

を把握しました。実績データの利活用について

は、本年度、類似事業の立案に当たり参考とした

ほか、利用実績のあった店舗に対して取扱店舗登
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録の案内を行っています。 

 次に、取扱店の募集については、生活関連サー

ビス業に限らず複数のお問合せがありました。対

象業種については、原則、総務省が定める日本標

準産業分類にのっとり整理をしました。生活関連

サービス業の取扱いで対象外となった店舗につい

ては、主に医業類似行為に当たるとの判断により

対象外とした事例がありました。判断の際には、

厚生労働省や消費者庁など国の各機関より発出さ

れている通知等を参考としました。 

 次に、総括については、アンケートによると、

新規顧客の獲得、既存客の利用促進等につながっ

たなどの意見もいただいており、特に飲食業にお

いてそうした意見の割合が高く、外出自粛等の影

響を受ける市内飲食業者の支援につながったもの

と認識しています。また、一定市民の購買意欲を

刺激し、消費喚起効果をもたらすことができたと

捉えています。 

○委員（白川誉） そもそもの趣旨が、コロナで

影響を受けている事業者の支援と消費喚起策と認

識しています。具体的に言うと、ソフト整体をや

っているところで、医業に似ているという言葉だ

けでは駄目なのは認識していますが、今回の事業

の趣旨を踏まえて、実際にそのお店に行けば、そ

の辺の普通のエステサロンと同じようなことをや

っているということが分かるにもかかわらず、決

めているから無理ですというのは、これを採用す

ると国の支援金がもらえないからなのか、国が決

めているからなのか、そのあたりの取扱いを教え

てください。 

○松原産業振興課長 生活関連サービス業の取扱

い、対象の業種を日本標準産業分類に基づく対象

業種のうちの幾つかに定めたのは、市としての整

理です。医業類似行為に当たるか当たらないか

で、対象とするか、対象外とするかという判断

も、国に何か、国からの縛りがあってというより

も、私ども市としての判断で整理をしました。 

【インバウンド観光推進費】 

○委員（越智克範） 大幅な予算未達となってい

ますが、原因は何でしょうか。また、当初予算の

実施項目も削減されていますが、要因は何でしょ

うか。 

 全体計画とその推進方法について、どのような

考え方を持っていますか。また、課題があるとす

れば、その対応策を示してほしい。 

○矢野観光物産課長 大幅な予算未達の原因及び

当初予算の実施項目の削減理由については、当初

予算をベースでお答えすると、本事業のうち、海

外との往来が発生する事業は、新型コロナウイル

ス感染症の状況が改善せず、渡航制限の緩和がな

されなかったことにより、主要事業の実施ができ

ませんでした。このため、２月補正にて予算を減

額しました。 

 全体計画とその推進方法、課題については、令

和２年度に第55回地域再生計画の認定をインバウ

ンド関連事業として受けており、全体計画及び推

進方法については、この地域再生計画に基づき、

日本旅行のリピーターの多い台湾を中心的なター

ゲットとして、産業遺産等を主軸に、本市に外国

人旅行客を誘客していく予定でした。 

 課題としては、現在、渡航制限が緩和されたば

かりで、メジャーな観光地とはまだ言えない本市

においては、まず日本への外国人観光客数自体が

コロナ禍以前の状況まで回復しなければ、市単独

での外国人旅行客の誘客は難しいと考えているこ

とから、受入れ体制の整備を進めながら、県や他

の市町村との広域での誘客を今後進めていきたい

と考えています。 

○委員（越智克範） 新居浜としてインバウンド

をする上で一番ポイントとして考えているのは何

ですか。 

○矢野観光物産課長 ポイントとしては、まずは

新居浜市が世界にも誇れる産業遺産群の磨き上げ

とそれを効果的に外へ発信することであると考え

ています。現在、東平にも行けない状況にはなっ

ていますが、効果的なＰＲができますよう、今

後、努めていきたい。 

○委員（合田晋一郎） インバウンド観光推進費

45万円、これは愛媛県国際観光テーマ地区推進協

議会への負担金ですが、協議会へは市はどのよう

に関わっているのか。また、協議会参加への効果

をどのように認識していますか。 

○矢野観光物産課長 愛媛県観光国際テーマ地区

推進協議会は、県と13市町及び観光関連団体の全

24団体で構成されており、愛媛県が事務局を担う

協議会です。この協議会への関わりについては、

協議会が実施する各種の事業について、市で参画

できるものについては参加し、各種の事業者向け

のメニューは、市内の各事業者への情報提供、そ

れから参加案内などの取組を行っています。 
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 協議会参加への効果については、協議会の事業

のみならず、協議会事業以外においても、県が実

施するインバウンド関連事業において、市が単独

で実施することが費用面などから難しい事業への

参加が、この協議会に入っていることで可能とな

りることや、同じような問題や課題を抱えている

県内の他の自治体や事業者とのつながりが生まれ

るなどの効果があると認識しています。 

【工業用地造成事業特別会計】 

○委員（伊藤嘉秀） 差引き額5,979万4,000円

は、未工事部分の繰越ですか。決算附属書類

308ページには、普通財産として工業団地臨海工

業用地４万1,877平米の現在高となっています

が、この土地は売却できる土地ですか、所在地を

教えてください。以前に売却できる工業用地はな

くなったと聞いていたので、公債費の現在高１億

4,635万円の返済計画はどのように考えられてい

ますか。４万1,877平米の売却で返済できるので

すか。 

○松原産業振興課長 差引き額は、未工事部分の

繰越しというわけではなく、特別会計の歳入と歳

出の差額になっています。 

 収入としては、土地売却収入、それから市債、

令和２年度特別会計からの繰越金となっており、

支出については、公債費や造成事業の負担金、委

託料となっており、差引き額は全て令和４年度の

同特別会計に繰越しています。 

 普通財産の４万1,877平米については、多喜

浜、阿島、黒島のほか、港町、観音原町など、市

内６か所、32筆の土地の合計面積となっていま

す。一部売却が可能な土地もありますが、この

32筆のうち約３分の２は道路や護岸となっていま

す。 

 公債費の返済については、令和元年度から事業

を進めていました大江の内港地区埋立地につい

て、今年度中での売却に向けた協議を進めてお

り、同埋立地の売却収入をもって返済可能と見込

んでいます。 

  午後 ２時５０分休憩 

―――――――――― ◇ ―――――――――― 

  午後 ２時５９分再開 

 

認定第２号 第５グループ質疑 

【空き家対策事業費】 

○委員（近藤司） 空家等対策計画とはどのよう

な内容の計画ですか。  

老朽危険空き家と特定空家の判断基準はどのよ

うになっていますか。また空家等対策協議会のメ

ンバー構成はどのようになっていますか。 

 令和３年度は老朽危険空き家11件分の補助を行

っていますが、市民からの要望件数はどのように

なっていますか。また、１件当たりの補助金額、

採択条件はどうなっていますか。 

 市内に老朽危険空き家がたくさん見受けられま

すが、採択条件を緩和して、老朽危険空き家の除

去を促進してはどうかと考えますが、いかがです

か。また、所有者不明の老朽危険空き家について

の対策はどのようにしていますか。 

○横山建築指導課長 空家等対策計画について

は、空家等対策の推進に関する特別措置法の第６

条に規定されており、空き家等に関する対策を総

合的かつ計画的に実施するため、所有者等による

空き家等の適切な管理の促進、空き家等及び除却

した空き家等に係る跡地利用の促進、特定空家に

対する措置、その他特定空家等への対処に関する

事項等を定めた計画です。 

 老朽危険空き家の判断基準については、新居浜

市老朽危険空家除却事業補助金交付要綱に記載さ

れており、そのまま放置すれば倒壊のおそれのあ

る空き家のうち、空き家の不良度が100点以上の

ものです。県のガイドラインを参考に、基礎、外

壁、屋根などの構造物の不良度判定を基にしてい

ます。 

 特定空家等の判断基準については、空家等対策

の推進に関する特別措置法に基づき、新居浜市特

定空家等判断基準を策定して判断しています。老

朽危険空き家と違う点は、住宅以外の建築物が対

象であること、著しく景観を損なっている場合も

判断に含めていることです。いずれの判断も空き

家等が起因となる危険等の切迫性が高いかどう

か、個別の事案として、その都度適切に判断して

います。 

 空家等対策協議会のメンバーについては、新居

浜市空家等対策協議会設置要綱により、会長とし

て、市長、委員として、市民団体等代表者の連合

自治会長、学識経験者として、建築士、弁護士、

司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、法務

局統括登記官、庁内委員として、シティプロモー

ション推進、資産税、廃棄物対策、危機管理、消

防予防の関係課の長により組織され、計13名のメ
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ンバー構成となっています。事務局を建築指導課

空き家対策班が担当しています。 

 市民からの要望については、令和３年度の補助

事業の相談件数は60件となっていますが、補助対

象とならない物件がほとんどで、次年度への持ち

越しはありませんでした。 

 １件当たりの補助金額については補助対象経費

の80％、上限80万円となっています。補助対象要

件としては、主に居住の用に供する建築物である

こと、居住、その他使用がされていないことが常

態であること、そのまま放置すれば倒壊につなが

るおそれがあり、住宅の判定基準の不良度100点

以上を満たしていること、建築物が建ち並んでい

て沿道要件に当たること、道路境界から45度の線

を引いて、老朽危険空き家に干渉する等が要件と

なります。 

 老朽危険空き家の採択条件の緩和について、老

朽危険空き家除却事業は、国費、県費からの費用

の一部を補助していることから、国費、県費の採

択条件の変更は困難であり、市独自で補助対象要

件を緩和することは難しいと考えています。空家

等対策の推進に関する特別措置法では、空き家等

については所有者が第一義的な管理の責任を負う

ことと規定されていることから、空き家等の所有

者等による除却が原則となります。そのため、ま

ずは優先的に対応すべき現行補助制度の要件に沿

った老朽危険空き家の除却を推進していきたいと

考えています。  

また所有者不明の老朽危険空き家の対策につい

ては、空き家の相談があれば所有者等を確認する

ための調査をしますが、所有者等が亡くなってい

る場合は、戸籍等も確認し、法定相続人に対して

改善依頼文書を送付しています。所有者不明の老

朽危険空き家等については、周辺の住民や土地所

有者、元居住者の聞き込み等により調査し、空き

家所有者を特定するよう努めています。しかしな

がら、どうしても特定できず、現状について変わ

らない場合は、周辺環境への影響を考慮しつつ、

所有者不明の特定空家等と判断、認定し、略式代

執行による除却も検討する必要があると考えてい

ます。 

【がけ崩れ防災対策事業費】 

○委員（篠原茂） がけ崩れ防災対策事業は愛媛

県の事業と思っていましたが、市債730万円、一

般財源20万2,000円の支出がありますが、内容を

教えてください。 

○町田都市計画課長 がけ崩れ防災対策事業の内

容は、愛媛県が事業主体となる急傾斜地崩壊対策

事業と新居浜市が事業主体となるがけ崩れ防災対

策事業の２種類があります。 

 市債の内訳は、愛媛県が主体となる事業への寄

附金のうち220万円分と、市が主体となる事業の

事業費のうち510万円分です。 

 一般財源の内訳は、愛媛県が主体となる事業へ

の寄附金のうち17万8,000円分と、市が主体とな

る事業の事業費のうち２万4,000円分です。 

 市が主体となる事業のがけ崩れ防災対策事業

は、県で採択されない小規模な自然崖の崩壊を防

止するための施設を整備する事業であり、令和３

年度については、阿島Ａ地区において、擁壁落石

防護柵を整備し、急傾斜の防護対策を実施してい

ます。 

【大島サイクリングロード環境整備事業費（繰越

分）】 

○委員（田窪秀道） 今回、コロナ禍の中、国庫

支出金を活用し、大島一周道路の雑木撤去並びに

沿道の草刈りを実施していただいたが、島民や市

民から何か評価はありましたか。 

 ２番目、工事期間中何度も大島に入り、見せて

いただきましたが、途中工事期間が延長され、作

業が完了した時点で、最初に草刈りしたところに

はもう草が伸びていました。作業手順は適切だっ

たと考えていますか。 

 ３番目、緊急車両が通行可能となって島の安全

が担保されたと感じますが、毎年の予算も限られ

る中、継続して事業を行う計画等があれば御所見

をお願いします。 

○高橋道路課長 大島サイクリングロード環境整

備事業は、国の地方創生臨時交付金を活用して、

大島一周道路の自転車走行環境の整備を目的に実

施し、沿線の雑木等を大規模に伐採し、路面と側

溝の土砂も撤去したことにより安全な通行空間を

確保することができました。 

 島民や市民からの評価としては、事業実施後に

は自治会の方からお礼の言葉をいただき、また、

今年８月に実施した離島振興計画策定に係る島民

アンケートにおいても、自由意見の中で道路がき

れいになって助かった、昔に比べ道路はよくなっ

たとの意見をいただくなど、一定の評価を得てい

ると感じています。 
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 次に、作業手順が適切だったかについて、本事

業における業務委託契約期間としては、当初、令

和２年12月25日から令和３年３月31日までとして

いましたが、伐採木等の量が想定以上に多かった

ため、契約期間を令和３年６月30日まで延長し、

伐採木等の処分を含め、作業が完全に終了したの

は４月末でした。 

 今回の業務では、これまで雑木に覆われ、日が

当たらなかった区間が明るく開けたことで、雑草

がこれまで以上に早く伸びてしまった点は想定外

でしたが、作業に当たっては、作業区域前後が通

行止めとなるため、作業中もできる限り島内いず

れかのルートで迂回が可能となるように調整しな

がら、片側から順次作業を進める必要があったた

め、作業期間は長くなってしまいましたが、作業

の手順としては適切であったと考えています。 

 最後に、継続して事業を行う計画については、

今回の業務により、これまで緊急車両等の障害と

なっていた雑木の多くを伐採し、安全な通行空間

の確保ができましたが、道路にはみ出してくる雑

草の処置は毎年必要となるため、本年度も従前と

同様に、市単独費での除草業務を年２回実施して

います。 

 しかし、路肩の雑草や民地から道路に垂れ下が

ってくるヨシダケは成長が早く、また離島のた

め、処分等に係る作業コストが高くなるため、限

られた予算での対応には大変苦慮しています。 

 今後は、大島一周道路を良好な状態で保持する

ことについて、地元自治会をはじめ島内外の市民

の方々との協働の可能性について調査研究を進め

るとともに、今回の臨時交付金のような国の補助

が得られる施策についても情報収集を続けていき

たいと考えています。 

【都市計画諸費】 

○委員（伊藤優子） 負担金補助及び交付金とし

て都市計画協会、コンパクトなまちづくり推進協

議会、全国都市公園整備促進協議会負担金とあり

ますが、どのような組織でどのような協議会です

か。また、どのようなことが話し合われています

か。 

○町田都市計画課長 まず、都市計画協会は、都

市計画の基本政策を研究し、関連する制度、事業

の分野について調査研究、出版、講習会の開催、

情報提供などの事業を通じて都市政策全般の発展

を図ることを目的とした公益財団法人であり、正

会員は地方公共団体、法人、個人により構成され

ています。 

 次に、コンパクトなまちづくり推進協議会は、

立地適正化制度や都市再生整備計画事業制度を活

用して行うまちづくりについて、情報、資料の収

集、提供、意見交換、また相談などを実施するこ

とにより、地域の創意工夫の下、コンパクトなま

ちづくりを推進していくことを目的としており、

都道府県、市町村、特別区から構成されていま

す。 

 次に、全国都市公園整備促進協議会は、公園緑

地問題を総合的に研究して、公園緑地整備を図る

ための税財政上の具体的方策を推進することを目

的とし、都道府県、市町村が参加しています。 

 どのようなことが話し合われているかについて

は、都市計画協会では、都市計画に関する情報収

集、整理により、まちづくりの動向の分析をして

います。まちづくりの諸情報を提供するために、

協会機関誌「新都市」の発行、また事業等にも関

連する図書の刊行、地方におけるセミナー、講習

会等を開催しています。 

 次に、コンパクトなまちづくり推進協議会で

は、立地適正化計画制度とその実現手法としての

都市再生整備計画事業を進める上での事例や課

題、問題点などを解消するための勉強会を開催、

さらにまちづくりのための各種事業を活用し、他

市のモデルとなるまちづくりの取組事例を紹介し

ています。 

 次に、全国都市公園整備促進協議会では、憩

い、レクリエーションの場の提供、都市環境の改

善、防災性向上など、安全で豊かな市民生活を実

現する上で欠かすことのできない都市公園等の整

備促進を図るため、国として講じる政策について

提言活動を実施したり、公園緑地行政等につい

て、国と会員との意見交換会を開催しています。 

【公営駐車場運営管理費】 

○委員（伊藤嘉秀） １台当たりの使用料金は非

常に低額で、市民サービスが行き届いていると思

いますが、事業明細の事業概要を見ると、大部分

が消費税の必要な支払い項目で、一般財源から約

18％の支出をしています。消費税分10％程度の料

金値上げは検討していないのですか。 

○町田都市計画課長 令和３年度の収支について

は、約389万円を一般財源から支出しています。

これは、令和２年度以降の新型コロナウイルス感
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染拡大の影響を受け、駐車場及び駐輪場の使用台

数が大幅に減少したことに伴い収支が赤字になっ

たものと考えています。 

 新型コロナウイルス感染拡大前の令和元年度の

収支は約550万円の黒字となっており、新型コロ

ナウイルスが収束することによって、収支が黒字

に転換する見通しがあると考えていますので、現

時点では料金の値上げの検討は行っていません。 

○委員（伊藤謙司） 収支の話は今お聞きしまし

たが、多喜浜と中萩の駅の分も、ＪＲに使用料の

支払いをして、今借りていると思いますが、あそ

こは駐輪場代っていただいてないですよね。今

後、駅前とのことを考えたら、いただかないとい

けないと思いますが、どうですか。 

○町田都市計画課長 御指摘のとおり、借地して

いるのは、多喜浜駅及び中萩駅の駐輪場の用地で

す。多喜浜駅及び中萩駅の駐輪場は、新居浜駅と

は違い、屋根だけを設置した管理者を置かない無

人の駐輪場です。そのため利用料金をいただいて

いません。収支的には、借地料の支払い39万

8,000円のみとなっていますが、新居浜駅とは管

理の仕様、形態が違うため、今のところ、多喜浜

駅及び中萩駅については利用料の徴収は考えてい

ません。 

【滝の宮公園リニューアル事業】【滝の宮公園リ

ニューアル事業（繰越分）】 

○委員（藤田幸正） 滝の宮公園リニューアル事

業と次の繰越分も併せてお願いします。 

 この間、現地に行かせてもらい、見せていただ

きました。非常にきれいにできており、そういっ

た中で、事業費についてはここに書かれていると

おりなので、内訳はいいのですが。これだけでき

ていて結構利用者がいると、そのときに出来上が

った令和２年、令和３年の分の継続分は、効果を

どのように捉えていますか。そして、利用者の声

がどういうものがあるのか。また、滝の宮公園全

体をどのようにリニューアルして、何か年くらい

の事業を考えているのか。 

 それと、利用者からよく聞く駐車場のことがあ

るので、そのことについても何か考えがあれば教

えてください。 

○町田都市計画課長 滝の宮公園の事業効果をど

う捉えているかですが、事業を実施することによ

り、市民が安全かつ快適に公園を利用することが

でき、子供から高齢者まで多くの方々でにぎわ

い、さらなる市民の健康増進や憩いの場を提供で

きていると考えています。 

 令和２年度、令和３年度の整備では、大型複合

遊具や健康遊具、散策路等の整備をしており、子

供から、散歩を楽しんでいただけるお年寄りま

で、多様な世代のニーズに応じた親しみやすい公

園になっていると考えており、都市計画課にも喜

んでいただいている声が届いています。滝の宮公

園をどのようにリニューアルしようとしているか

ということですが、地元の関係団体を中心に組織

された滝の宮公園のリニューアル計画策定委員会

において、平成31年３月に策定された滝の宮公園

のリニューアル基本計画に基づき、市民のレクリ

エーションの場、憩いの空間、時間を提供し、多

くの来園者に親しまれるように、本市の代表的な

公園と位置づけて整備を行っています。 

 公園全体をジュニア遊園ゾーン、ファミリー花

見ゾーン、シニア健康ゾーン、大池レクリエーシ

ョンゾーン、展望ゾーンなどのゾーンに分け、多

くの方々の幅広いニーズに応えられるような整備

を考えています。 

 何か年の事業かということですが、全体の計画

としては、令和元年度から令和10年度までの10か

年の全体計画ですが、まずは１期計画として、令

和５年度までの５か年において、エントランスで

あったり、大型複合遊具、日本庭園、大池周辺の

整備を行っています。 

 次に、駐車場の件ですが、現在、滝の宮公園に

は、第１駐車場から第３駐車場まで計98台が駐車

可能となっています。 

 しかしながら、大型複合遊具や健康広場の整備

をしたことにより、慢性的に駐車場が不足してい

る状況です。 

 当初、整備予定だった第４駐車場については、

現在協議中ですが、県道からの進入路の安全性の

確保の問題で、地元自治会との協議を行っている

状況です。 

○委員（藤田幸正） 今駐車場で、県道から入る

第４駐車場というのはどの辺ですか。 

○町田都市計画課長 第４駐車場の候補地の場所

は、川西高齢者センターの北側、シルバー人材セ

ンターの南側のところです。 

○委員（藤田幸正） でも、そこは、周辺の人た

ちから非常に好ましくないという御指摘をいただ

いていると聞いていますが、どうですか。 
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○町田都市計画課長 進入路の問題、危険である

というお話を地元からいただいており、それも含

めて、何か対策できることは対策した上でという

ことで、今、自治会、地元住民の方々と協議を行

っているという段階です。 

○委員（藤田幸正） リニューアルの作成委員会

はどういったメンバーで組織されているのです

か。 

○町田都市計画課長 策定委員会のメンバーです

が、地元の自治会、校区の公民館の方々、あと滝

の宮公園ですので、学識経験者として、獣医師の

方々、そういったメンバーで構成されています。 

○委員（田窪秀道） 大型複合遊具を据え付ける

途中で、市民の通報により不具合が発覚しまし

た。行政は業者にどのような処分を下したのか、

教えてください。 

 ２番目は、先ほど利用者の声や効果をお聞きし

たので、省きます 

 ３番、夜は無人になると想定されますが、周辺

には消火設備や監視カメラはありますか。 

○町田都市計画課長 施工業者への処分について

は、施工不具合の是正工事が完了した時点で完了

報告書を受理し、新居浜市建設工事指名停止措置

要綱に基づき、過失による粗雑工事に該当するも

のとして、２か月間の指名停止措置を行っていま

す。 

 次に、滝の宮公園の大型遊具周辺の消火設備に

ついては、管理棟に消火器を４本ほど設置してい

ます。 

 滝の宮公園の監視カメラについては、第１駐車

場に４基、動物・遊具広場に３基設置しており、

そのうちの１基は大型複合遊具が映る位置に配置

されています。 

【新居浜マリーナ管理運営費負担金】 

○委員（黒田真徳） 施設管理委託業務の委託内

容、委託料の内訳について教えてください。 

 また、船の係留等による収入は年間どのくらい

ですか。 

○山下港湾管理課長 まず、施設管理委託業務の

委託内容については、指定管理者制度を導入して

いるマリンパーク新居浜の管理運営業務全般とな

ります。 

 具体的には、施設の使用許可に関する業務、施

設及び設備の維持管理に関する業務、マリーナ施

設の使用に関わる料金の収受に関する業務等で

す。 

 委託料の内訳については、人件費、保守点検等

委託費、光熱費、施設修繕費等です。 

 次に、係船等による年間収入については、マリ

ーナに保管している船舶の年間保管料が約

2,630万円、外来艇の一時係留保管料は約100万円

の計2,730万円です。 

【マリーナ施設改修事業】 

○委員（伊藤謙司） コロナ禍で利用者がかなり

増加した中での利便性向上のための施設修繕であ

ると思いますが、コロナ禍以前と現在の利用者の

増減はどうなっていますか。 

○山下港湾管理課長 利用者の状況については、

コロナ禍以前の令和元年度から令和３年度までの

利用者数を確認すると、令和元年度が約11万

8,000人、令和２年度が約９万2,000人、令和３年

度が約９万3,000人であり、コロナ禍以前の令和

元年度と令和３年度を比較すると約２万5,000人

減、約２割の減となっています。 

【東予港（東港）建設事業】 

○委員（黒田真徳） 施設の防災・減災対策事業

とありますが、主にどのような対策がされました

か。 

○山下港湾管理課長 東予港東港地区については

愛媛県が港湾管理者であり、新居浜市は愛媛県港

湾管理条例に基づき施設の管理委託を受け、日常

の維持管理を行っています。 

 また、施設の修繕については愛媛県が実施して

おり、改修に要した費用の３分の１を新居浜市が

負担金として支出しています。 

 このようなことから、本事業でどのような対策

がされたのか、工事を発注した愛媛県東予地方局

建設部へ確認したところ、臨港道路東港線内に係

る無名橋の排水渠側壁断面の補修工及び補強鉄筋

挿入工を実施し、地震時の耐震補強を行ったとの

ことです。 

  午後 ３時３３分休憩 

―――――――――― ◇ ―――――――――― 

  午後 ３時３５分再開 
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【消防職員特別研修費】 

○委員（藤田誠一）  

 いつ、どこで、誰が、どのような研修をしまし

たか。研修後の成果を教えてください。 
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 研修対象者の選考基準はありましたか。研修希

望者の申告を基に選考したのですか。それとも、

命令による研修派遣なのですか。 

 県内他市と比べて、本市の研修頻度はいかがで

すか。 

○後田総括次長（消防総務課長） 消防職員の特

別研修費については、消防職員が業務遂行に必要

な資格の取得や資質の向上を目的として、各種教

育機関に入校させています。研修の時期について

は、各機関の年間計画を参考に、１年間の職員派

遣計画を作成し、実施しています。主な研修場所

については、愛媛県消防学校、救急救命研修所及

び消防大学校です。 

 内容については、まず愛媛県消防学校は、採用

後の６か月間、消防吏員に必要な基礎知識及び技

術を習得するための初任教育や救急業務を行うた

めに必要な資格を取得するための救急科、それ以

外にも、救助科、警防科、予防査察科、火災調査

科、初級幹部科など、様々な専科教育がありま

す。 

 次に、救急救命研修所は、救急救命士国家試験

の受験資格を取得するため、６か月間入校します

が、毎年１名を派遣しています。 

 次に、消防大学校は、様々な専攻科目のうち、

県に割り当てられた枠の中から希望した科目につ

いて県下消防本部で調整を行い、入校科目が決定

されます。近年の入校実績としては、直近の10年

間で、救急科及び幹部科にそれぞれに２名、危険

物科、救助科、警防科、予防科及び指揮隊長コー

スにそれぞれ１名の計９名となっており、年１名

程度が入校しています。 

 研修後の成果については、救急救命士の資格取

得ができていること、各種研修で学んできたこと

を、消防、予防、救急、救助など、各分野で積極

的にフィードバックすることで、消防業務及び活

動の向上が図られています。 

 選考基準については、毎年12月に実施する職員

希望調査における各機関及び科目への入校希望を

基礎資料として、年齢、勤務年数及び実情に応じ

て消防総務課で人選し、派遣しています。 

 県内他市と比べての本市の研修頻度について

は、ほぼ同様の派遣実績です。 

【消防団活動費】 

○委員（伊藤嘉秀） 消防団員の報酬の計算方法

を教えてください。火災出動数、演習・訓練参加

数、警戒活動参加数が組み込まれているのです

か。１回当たりの単価は幾らぐらいになります

か。 

○後田総括次長（消防総務課長） 消防団員の報

酬の計算方法については、年額報酬と費用弁償が

あります。年額報酬については、消防団長から団

員までの各階級に応じて、条例で定められた年額

を支給しています。また費用弁償については、活

動後、消防団から提出される出動報告書などに基

づき、火災、訓練、警戒などの出動回数及び人数

を確認し、定められた単価を乗じて計算し、組み

入れています。 

 １回の単価については、今年度から処遇の改善

を目的として金額等の改正を行っており、従前の

費用弁償から出動報酬とし、金額については、主

なものとして、訓練及び警戒は１回1,810円から

１日につき2,000円、火災は１回1,940円から１日

につき2,000円で、8,000円を上限に、２時間経過

するごとに2,000円を加算することとしていま

す。 

  午後 ３時４１分散会 

―――――――――― ◇ ―――――――――― 

 

 


